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附則

第１章　総則

（目的）

第１条　この法律は、独立行政法人日本スポーツ振興センターの名称、目的、業務の

範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

（名称）

第２条　この法律及び独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号。以下「通則

法」という。）の定めるところにより設立される通則法第２条第１項に規定する独

立行政法人の名称は、独立行政法人日本スポーツ振興センターとする。

〔 〕参　独立行政法人通則法第２条⇒Ｐ．４０

（センターの目的）

第３条　独立行政法人日本スポーツ振興センター（以下「センター」という。）は、

スポーツの振興及び児童、生徒、学生又は幼児（以下「児童生徒等」という。）の

健康の保持増進を図るため、その設置するスポーツ施設の適切かつ効率的な運営、

スポーツの振興のために必要な援助、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、

中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園又

は専修学校（高等課程に係るものに限る。）（第１５条第１項第８号を除き、以下

「学校」と総称する。）の管理下における児童生徒等の災害に関する必要な給付そ

の他スポーツ及び児童生徒等の健康の保持増進に関する調査研究並びに資料の収集

及び提供等を行い、もって国民の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。

（中期目標管理法人）

第３条の２　センターは、通則法第２条第２項に規定する中期目標管理法人とする。

（事務所）

第４条　センターは、主たる事務所を東京都に置く。

（資本金）

第５条　センターの資本金は、附則第４条第６項の規定により政府から出資があった

ものとされた金額とする。

２　政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、セン
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ターに追加して出資することができる。この場合において、政府は、当該出資した

金額の全部又は一部が第２７条第１項のスポーツ振興基金に充てるべきものである

ときは、その金額を示すものとする。

３　政府は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、土地、建物その

他の土地の定着物及びその建物に附属する工作物（第５項において「土地等」とい

う。）を出資の目的として、センターに追加して出資することができる。

４　センターは、前２項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により

資本金を増加するものとする。

５　政府が出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準とし

て評価委員が評価した価額とする。

６　評価委員その他前項に規定する評価に関し必要な事項は、政令で定める。

（名称の使用制限）

第６条　センターでない者は、日本スポーツ振興センターという名称を用いてはなら

ない。

第２章　役員

（役員）

第７条　センターに、役員として、その長である理事長及び監事２人を置く。

２　センターに、役員として、第１５条第１項第５号に掲げる業務及びこれに附帯す

る業務（以下「スポーツ振興投票等業務」という。）を担当する理事１人を置く。

３　センターに、前項に規定する理事のほか、役員として、理事３人以内を置くこと

ができる。

（理事の職務及び権限等）

第８条　理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐してセンターの業務を

掌理する。

２　通則法第１９条第２項の個別法で定める役員は、前条第２項に規定する理事とす

る。

（理事の任命の特例）

第９条　第７条第２項に規定する理事の任命は、文部科学大臣の認可を受けなければ、

その効力を生じない。

２　理事長は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、これを公表しなければならな

い。

３　第７条第２項に規定する理事の任命に関しては、通則法第２０条第５項の規定は、

適用しない。

（理事の任期）

第１０条　理事の任期は、２年とする。

（役員の欠格条項の特例）

第１１条　通則法第２２条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるもの（次

条各号のいずれかに該当する者を除く。）は、非常勤の理事又は監事となることが

できる。

第１２条　通則法第２２条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する者

は、役員となることができない。

一　禁錮
こ

以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく
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なった日から３年を経過しない者

二　通則法、この法律又はスポーツ振興投票の実施等に関する法律（平成１０年法

律第６３号。以下「投票法」という。）の規定により罰金の刑に処せられ、その

執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から３年を経過しない者

三　センターに対する物品の売買、施設の提供若しくは工事の請負を業とする者又

はこれらの者が法人であるときはその役員若しくは役員と同等以上の支配力を有

する者

（役員の解任の特例）

第１３条　センターの理事長の解任に関する通則法第２３条第１項の規定の適用につ

いては、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人日本スポーツ振興セ

ンター法第１２条」とする。

２　前項の規定は、センターの理事及び監事の解任について準用する。この場合にお

いて、同項中「第１２条」とあるのは、「第１１条及び第１２条」と読み替えるも

のとする。

３　第９条の規定は、第７条第２項に規定する理事の解任について準用する。この場

合において、第９条第３項中「通則法第２０条第５項」とあるのは、「通則法第

２３条第４項」と読み替えるものとする。

（役員及び職員の地位）

第１４条　センターの役員及び職員は、刑法（明治４０年法律第４５号）その他の罰

則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第３章　業務

（業務の範囲）

第１５条　センターは、第３条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一　その設置するスポーツ施設及び附属施設を運営し、並びにこれらの施設を利用

してスポーツの振興のため必要な業務を行うこと。

二　スポーツ団体（スポーツの振興のための事業を行うことを主たる目的とする団

体をいう。）が行う次に掲げる活動に対し資金の支給その他の援助を行うこと。

イ　スポーツに関する競技水準の向上を図るため計画的かつ継続的に行う合宿そ

の他の活動

ロ　国際的又は全国的な規模のスポーツの競技会、研究集会又は講習会の開催

三　優秀なスポーツの選手若しくは指導者が行う競技技術の向上を図るための活動

又は優秀なスポーツの選手が受ける職業若しくは実際生活に必要な能力を育成す

るための教育に対し資金の支給その他の援助を行うこと。

四　国際的に卓越したスポーツの活動を行う計画を有する者が行うその活動に対し

資金の支給その他の援助を行うこと。

五　投票法に規定する業務を行うこと。

六　スポーツを行う者の権利利益の保護、心身の健康の保持増進及び安全の確保に

関する業務、スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する業務その他

のスポーツに関する活動が公正かつ適切に実施されるようにするため必要な業務

を行うこと。

七　学校の管理下における児童生徒等の災害（負傷、疾病、障害又は死亡をいう。

以下同じ。）につき、当該児童生徒等の保護者（学校教育法（昭和２２年法律第
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２６号）第１６条に規定する保護者をいい、同条に規定する保護者のない場合に

おける里親（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２７条第１項第３号の

規定により委託を受けた里親をいう。）その他の政令で定める者を含む。以下同

じ。）又は当該児童生徒等のうち生徒若しくは学生が成年に達している場合に

あっては当該生徒若しくは学生その他政令で定める者に対し、災害共済給付（医

療費、障害見舞金又は死亡見舞金の支給をいう。以下同じ。）を行うこと。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第２条⇒Ｐ．２３

〔 〕参　こども家庭庁設置法第４条⇒Ｐ．４０２

学校教育法第１６条⇒Ｐ．４０５

児童福祉法第２７条⇒Ｐ．４０８

八　スポーツ及び学校安全（学校（学校教育法第１条に規定する学校、就学前の子

どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律

第７７号）第２条第７項に規定する幼保連携型認定こども園（第３０条において

「幼保連携型認定こども園」という。）及び学校教育法第１２４条に規定する専

修学校（同法第１２５条第１項に規定する高等課程に係るものに限る。）をいう。

以下この号において同じ。）における安全教育及び安全管理をいう。）その他の学

校における児童生徒等の健康の保持増進に関する国内外における調査研究並びに

資料の収集及び提供を行うこと。

〔 〕参　学校教育法第１条、第１２４条、第１２５条⇒Ｐ．４０５、４０６

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第２

条⇒Ｐ．４１０

九　前号に掲げる業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他普及の事業を

行うこと。

十　前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

２　センターは、前項に規定する業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内で、

同項第１号に掲げる施設を一般の利用に供する業務を行うことができる。

（災害共済給付及び免責の特約）

第１６条　災害共済給付は、学校の管理下における児童生徒等の災害につき、学校の

設置者が、児童生徒等の保護者（児童生徒等のうち生徒又は学生が成年に達してい

る場合にあっては当該生徒又は学生。次条第４項において同じ。）の同意を得て、

当該児童生徒等についてセンターとの間に締結する災害共済給付契約により行うも

のとする。

２　前項の災害共済給付契約に係る災害共済給付の給付基準、給付金の支払の請求及

びその支払並びに学校の管理下における児童生徒等の災害の範囲については、政令

で定める。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第３条～第５条⇒Ｐ．２４

～２７

３　第１項の災害共済給付契約には、学校の管理下における児童生徒等の災害につい

て学校の設置者の損害賠償責任が発生した場合において、センターが災害共済給付

を行うことによりその価額の限度においてその責任を免れさせる旨の特約（以下

「免責の特約」という。）を付することができる。

４　センターは、政令で定める正当な理由がある場合を除いては、第１項の規定によ
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り同項の災害共済給付契約を締結すること及び前項の規定により免責の特約を付す

ることを拒んではならない。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第６条⇒Ｐ．２７

（共済掛金）

第１７条　災害共済給付に係る共済掛金の額は、政令で定める額とする。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第７条、附則第５条⇒Ｐ．

２８、３２

沖縄県に所在する学校等の児童生徒等についての災害共済給付に係る平成３１

年度以後の共済掛金の額を定める等の件⇒Ｐ．６９

２　前条第３項の規定により同条第１項の災害共済給付契約に免責の特約を付した場

合には、前項の規定にかかわらず、同項の額に政令で定める額を加えた額をもって

同項の共済掛金の額とする。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第８条⇒Ｐ．２８

３　センターとの間に前条第１項の災害共済給付契約を締結した学校の設置者は、政

令で定めるところにより、第１項の共済掛金の額に当該災害共済給付契約に係る児

童生徒等の数を乗じて得た額をセンターに対して支払わなければならない。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第９条、附則第１条の２、附

則第１条の３⇒Ｐ．２８、３１

４　前項の学校の設置者は、当該災害共済給付契約に係る児童生徒等の保護者から、

第１項の共済掛金の額（第２項の場合にあっては、同項の政令で定める額を控除し

た額）のうち政令で定める範囲内で当該学校の設置者の定める額を徴収する。ただ

し、当該保護者が経済的理由によって納付することが困難であると認められるとき

は、これを徴収しないことができる。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第１０条⇒Ｐ．２８

５　センターは、学校の設置者が第３項の規定による共済掛金を支払わない場合にお

いては、政令で定めるところにより、当該災害共済給付契約に係る災害共済給付を

行わないものとする。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第１１条⇒Ｐ．２８

（国の補助がある場合の共済掛金の支払）

第１８条　センターが第２９条第２項の規定により補助金の交付を受けた場合におい

て、学校のうち公立の義務教育諸学校（小学校、中学校、義務教育学校、中等教育

学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。以下同じ。）の

設置者が前条第３項の規定による支払をしていないときは、同項の規定によりその

公立の義務教育諸学校の設置者が支払う額は、同項の額から政令で定める額を控除

した額とし、同項の規定による支払をしているときは、センターは、当該政令で定

める額をその公立の義務教育諸学校の設置者に返還しなければならない。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第１２条⇒Ｐ．２９

（スポーツ振興投票券の発売等の運営費の制限）

第１９条　次に掲げる業務に係る運営費の金額は、スポーツ振興投票券の発売金額に

応じて当該発売金額の１００分の１５を超えない範囲内において文部科学省令で定

める金額（スポーツ振興投票券の発売金額が文部科学省令で定める金額に達しない

場合にあっては、文部科学省令で定める期間内に限り、別に文部科学省令で定める
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金額）を超えてはならない。

一　スポーツ振興投票券の発売

二　投票法第１３条の払戻金の交付

三　投票法第１７条第３項の返還金の交付

四　投票法第２７条の２第１項の規定による支援

五　前各号に掲げる業務に附帯する業務

（文部科学大臣の命令）

第２０条　文部科学大臣は、この法律及び投票法を施行するため必要があると認める

ときは、センターに対して、スポーツ振興投票等業務に関し必要な命令をすること

ができる。

第４章　財務及び会計

（事業計画等の認可）

第２１条　センターは、毎事業年度、第１５条第１項に規定する業務のうちスポーツ

振興投票等業務に係る事業計画、予算及び資金計画（第３項において「事業計画

等」という。）を作成し、当該事業年度の開始前に、文部科学大臣の認可を受けな

ければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

２　文部科学大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、審議会等（国

家行政組織法（昭和２３年法律第１２０号）第８条に規定する機関をいう。）で政

令で定めるものの意見を聴かなければならない。

３　センターは、第１項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事業計画等を公表し

なければならない。

４　スポーツ振興投票等業務に関しては、通則法第３１条の規定は、適用しない。

（国庫納付金等）

第２２条　センターは、政令で定めるところにより、投票法第２条に規定するスポー

ツ振興投票に係る毎事業年度の収益（当該事業年度の次に掲げる金額の合計額から

スポーツ振興投票等業務に係る運営費の金額を控除した金額をいう。）の３分の１

に相当する金額を、翌事業年度の５月３１日までに国庫に納付しなければならない。

一　投票法第１３条第１項に規定するスポーツ振興投票券の売上金額に１から同項

に規定する政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た金額

二　投票法第１５条第２項の規定によりセンターの収入とされた金額

三　投票法第２０条の規定による債権の消滅に係る払戻金等の額

四　発売金額のうち次条の規定によりスポーツ振興投票等業務に係る経理について

設けられた特別の勘定に属するものの管理により生じた運用利益金に相当する金

額

２　センターは、前項に規定する収益から同項の規定により国庫に納付しなければな

らない金額を控除した金額を、翌事業年度以後の事業年度における投票法第２１条

第１項から第４項までに規定する業務の財源に充てるため、スポーツ振興投票事業

準備金として整理しなければならない。この場合において、通則法第４４条第１項

の規定は、適用しない。

〔 〕参　独立行政法人通則法第４４条⇒Ｐ．４０２

（区分経理）

第２３条　センターは、スポーツ振興投票等業務に係る経理、災害共済給付及びこれ
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に附帯する業務に係る経理並びに免責の特約に係る経理については、その他の経理

と区分し、それぞれ特別の勘定（以下それぞれ「投票勘定」、「災害共済給付勘定」

及び「免責特約勘定」という。）を設けて整理しなければならない。

（利益及び損失の処理の特例等）

第２４条　前条に規定する特別の勘定以外の一般の勘定（以下「一般勘定」とい

う。）において、通則法第２９条第２項第１号に規定する中期目標の期間（以下こ

の条において「中期目標の期間」という。）の最後の事業年度に係る通則法第４４

条第１項又は第２項の規定による整理を行った後、同条第１項の規定による積立金

があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、

当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第３０条第１項の認可を受

けた中期計画（同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のも

の）の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第１５条第１項第１

号から第４号まで、第６号、第８号及び第９号に掲げる業務並びにこれらに附帯す

る業務の財源に充てることができる。

〔 〕参　独立行政法人通則法第４４条⇒Ｐ．４０２

２　センターは、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承

認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しな

ければならない。

３　前条に規定する特別の勘定については、通則法第４４条第１項ただし書及び第３

項の規定は、適用しない。

〔 〕参　独立行政法人通則法第４４条⇒Ｐ．４０２

４　センターは、投票勘定において、通則法第４４条第１項本文又は第２項の規定に

よる整理を行った後、同条第１項本文の規定による積立金があるときは、その額に

相当する金額を、翌事業年度以降のスポーツ振興投票等業務の財源に充てなければ

ならない。

５　センターは、災害共済給付勘定及び免責特約勘定において、中期目標の期間の最

後の年度に係る通則法第４４条第１項本文又は第２項の規定による整理を行った後、

同条第１項本文の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を、当該

中期目標の期間の次の中期目標の期間における積立金として整理しなければならな

い。

６　前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要

な事項は、政令で定める。

（長期借入金）

第２５条　センターは、スポーツ振興投票等業務に必要な費用に充てるため、文部科

学大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。

（償還計画）

第２６条　センターは、毎事業年度、長期借入金の償還計画を立てて、文部科学大臣

の認可を受けなければならない。

（スポーツ振興基金）

第２７条　センターは、第１５条第１項第２号から第４号までに掲げる業務及びこれ

らに附帯する業務に必要な経費の財源をその運用によって得るためにスポーツ振興

基金（以下「基金」という。）を設け、次に掲げる金額の合計額に相当する金額を
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もってこれに充てるものとする。

一　第５条第２項後段の規定により政府が示した金額

二　附則第４条第１０項の規定により政府から出資があったものとされた金額

三　附則第４条第１０項の規定により政府以外の者から出えんがあったものとされ

た金額

四　附則第４条第１０項の規定により基金に組み入れられたものとされた金額

五　基金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額

六　投票法第２１条第４項の規定により基金に組み入れられた金額

２　通則法第４７条及び第６７条（第７号に係る部分に限る。）の規定は、基金の運

用について準用する。この場合において、通則法第４７条第３号中「金銭信託」と

あるのは、「金銭信託で元本補填の契約があるもの」と読み替えるものとする。

（補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用）

第２８条　補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第

１７９号）の規定（罰則を含む。）は、第１５条第１項第２号から第４号までの規

定によりセンターが支給する資金について準用する。この場合において、同法（第

２条第７項を除く。）中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人日本スポーツ振興

センター」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人日本スポーツ振興セン

ターの理事長」と、同法第２条第１項（第２号を除く。）及び第４項、第７条第２

項、第１９条第１項及び第２項、第２４条並びに第３３条中「国」とあるのは「独

立行政法人日本スポーツ振興センター」と、同法第１４条中「国の会計年度」とあ

るのは「独立行政法人日本スポーツ振興センターの事業年度」と読み替えるものと

する。

第５章　雑則

（国の補助）

第２９条　国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、災害共済給付

に要する経費の一部をセンターに対して補助することができる。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第１６条⇒Ｐ．２９

２　国は、公立の義務教育諸学校の設置者が第１７条第４項ただし書の規定により、

児童又は生徒の保護者で次の各号のいずれかに該当するものから同項本文の学校の

設置者の定める額を徴収しない場合においては、予算の範囲内において、政令で定

めるところにより、センターに対して補助することができる。

一　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第２項に規定する要保護者

二　生活保護法第６条第２項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者で

政令で定めるもの

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第１７条、第１８条⇒Ｐ．

３０

〔 〕参　生活保護法第６条⇒Ｐ．４１１

（学校の設置者が地方公共団体である場合の事務処理）

第３０条　この法律に基づき学校の設置者が処理すべき事務は、学校の設置者が地方

公共団体である場合においては、当該地方公共団体の教育委員会（幼保連携型認定

こども園にあっては、当該地方公共団体の長）が処理するものとする。

（損害賠償との調整）
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第３１条　学校の設置者が国家賠償法（昭和２２年法律第１２５号）、民法（明治

２９年法律第８９号）その他の法律（次項において「国家賠償法等」という。）に

よる損害賠償の責めに任ずる場合において、免責の特約を付した第１６条第１項の

災害共済給付契約に基づきセンターが災害共済給付を行ったときは、同一の事由に

ついては、当該学校の設置者は、その価額の限度においてその損害賠償の責めを免

れる。

〔 〕参　国家賠償法⇒Ｐ．４１３

民法⇒Ｐ．４１１

２　センターは、災害共済給付を行った場合において、当該給付事由の発生につき、

国家賠償法等により損害賠償の責めに任ずる者があるときは、その給付の価額の限

度において、当該災害に係る児童生徒等がその者に対して有する損害賠償の請求権

を取得する。

（時効）

第３２条　災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から２年間行わな

いときは、時効によって消滅する。

（給付を受ける権利の保護）

第３３条　災害共済給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえる

ことができない。

（公課の禁止）

第３４条　租税その他の公課は、災害共済給付として支給を受ける給付金を標準とし

て、課することができない。

（財務大臣との協議）

第３５条　文部科学大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければ

ならない。

一　第２４条第１項の承認をしようとするとき。

二　第２５条又は第２６条の認可をしようとするとき。

（主務大臣等）

第３６条　センターに係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。

一　役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、文

部科学大臣（第１５条第１項第７号に掲げる業務（これに附帯する業務を含む。

次号において同じ。）に係る財務及び会計に関する事項については、文部科学大

臣及び内閣総理大臣）

二　第１５条第１項第７号に掲げる業務に関する事項については、内閣総理大臣

三　第１５条に規定する業務のうち前号に規定する業務以外のものに関する事項に

ついては、文部科学大臣

２　センターに係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

〔 〕参　独立行政法人通則法第６８条⇒Ｐ．４０２

（国庫納付金の教育事業等に必要な経費への充当）

第３７条　政府は、第２２条第１項の規定による国庫納付金の額に相当する金額を、

教育及び文化の振興に関する事業、自然環境の保全のための事業、青少年の健全な

育成のための事業、スポーツの国際交流に関する事業等の公益の増進を目的とする

事業に必要な経費に充てなければならない。
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２　前項の規定の適用については、金額の算出は、各年度において、その年度の予算

金額によるものとする。

第３８条　削除

（国家公務員宿舎法の適用除外）

第３９条　国家公務員宿舎法（昭和２４年法律第１１７号）の規定は、センターの役

員及び職員には適用しない。

第６章　罰則

第４０条　次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をしたセンターの

役員は、２０万円以下の過料に処する。

一　この法律の規定により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場

合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

二　第１５条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

三　第２０条の規定による文部科学大臣の命令に違反したとき。

四　第２７条第２項において準用する通則法第４７条の規定に違反して基金を運用

したとき。

第４１条　第６条の規定に違反した者は、１０万円以下の過料に処する。

附　則　抄

（施行期日）

第１条　この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

該各号に定める日から施行する。

一　附則第９条から第１１条まで及び第１４条から第１６条までの規定　平成１５

年１０月１日

二　附則第１７条の規定　平成１５年１０月１日又は独立行政法人等の保有する個

人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５９号）の施行の日のいずれか遅

い日

（準備行為等）

第２条　通則法第１４条第１項の規定により指名された理事長となるべき者は、セン

ターの成立の時までに、第７条第２項に規定する理事となるべき者を指名し、文部

科学大臣の認可を受けなければならない。

２　前項の規定により指名された理事となるべき者は、センターの成立の時において、

この法律及び通則法の規定により、第７条第２項に規定する理事となるものとする。

第３条　センターの最初の事業年度の第２１条第１項に規定する事業計画等に関する

同項の規定の適用については、同項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、

「センターの成立後最初の中期計画について通則法第３０条第１項の認可を受けた

後遅滞なく」とする。

（日本体育・学校健康センターの解散等）

第４条　日本体育・学校健康センター（以下「旧センター」という。）は、センター

の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時におい

て、次項の規定により国が承継する資産を除き、センターが承継する。

２　センターの成立の際現に旧センターが有する権利（附則第９条の規定による廃止

前の日本体育・学校健康センター法（昭和６０年法律第９２号。以下「旧センター

法」という。）第３２条に規定する旧センター法第２０条第１項第１号の２から第

独立行政法人日本スポーツ振興センター法

― 12 ―



１号の４までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務に係る経理について設けられ

た特別の勘定（以下「旧スポーツ振興基金勘定」という。）並びに旧センター法第

３２条に規定する特別の勘定以外の一般の勘定に属する資産に限る。）のうち、セ

ンターがその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、センターの成

立の時において国が承継する。

３　前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必

要な事項は、政令で定める。

４　旧センターの平成１５年４月１日に始まる事業年度は、その解散の日の前日に終

わるものとする。

５　旧センターの平成１５年４月１日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、

貸借対照表及び損益計算書並びに利益及び損失の処理については、なお従前の例に

よる。この場合において、当該決算の完結の期限は、解散の日から起算して２月を

経過する日とする。

６　第１項の規定によりセンターが旧センターの権利及び義務を承継したときは、そ

の承継の際、センターが承継する資産の価額（第１号から第３号までに掲げる金額

があるときは当該金額を控除した金額とし、第４号に掲げる金額があるときは当該

金額を加算した金額とする。）から負債の金額を差し引いた額は、政府からセン

ターへ出資されたものとする。

一　旧センター法第３２条に規定するスポーツ振興投票等業務に係る経理について

設けられた特別の勘定、災害共済給付及びこれに附帯する業務に係る経理につい

て設けられた特別の勘定、免責の特約に係る経理について設けられた特別の勘定

並びに旧センター法第２０条第１項第３号に掲げる業務及びこれに附帯する業務

に係る経理について設けられた特別の勘定において旧センター法第３３条第１項

の規定により積立金として積み立てられている金額

二　旧スポーツ振興基金勘定において旧センター法第３３条第１項の規定により積

立金として積み立てられている金額に相当する金額のうち文部科学大臣が財務大

臣に協議して定める金額

三　旧センター法第３５条の２第１項のスポーツ振興基金（以下「旧基金」とい

う。）に充てることを条件に政府以外の者から出えんされ、又は投票法第２１条

第４項の規定により旧基金に組み入れられた金額

四　旧センター法第３３条第２項の規定により第１号に掲げる勘定において繰越欠

損金として整理されている金額

７　前項の資産の価額は、センターの成立の日現在における時価を基準として評価委

員が評価した価額とする。

８　前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

９　第１項の規定によりセンターが旧センターの権利及び義務を承継したときは、そ

の承継の際、次の各号に掲げる積立金として積み立てられ、又は繰越欠損金として

整理されている金額があるときは、当該金額に相当する金額を、それぞれ、当該各

号に定める勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。

一　旧センター法第３２条及び第３３条の規定により、スポーツ振興投票等業務に

係る経理について設けられた特別の勘定において積立金として積み立てられ、又

は繰越欠損金として整理されている金額　投票勘定
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二　旧センター法第３２条及び第３３条の規定により、災害共済給付及びこれに附

帯する業務に係る経理について設けられた特別の勘定において積立金として積み

立てられ、又は繰越欠損金として整理されている金額　災害共済給付勘定

三　旧センター法第３２条及び第３３条の規定により、免責の特約に係る経理につ

いて設けられた特別の勘定において積立金として積み立てられ、又は繰越欠損金

として整理されている金額　免責特約勘定

四　第６項第２号に掲げる金額　一般勘定

１０　第１項の規定によりセンターが旧センターの権利及び義務を承継したときは、

その承継の際、次の各号に掲げる金額があるときは、当該金額に相当する金額を、

それぞれ、当該各号に定める金額とみなす。

一　旧基金に充てるべきものとして政府から出資された金額（第２項の規定により

国が承継することとされた資産のうち、旧基金に充てるべきものとして政府から

出資されたものに相当する金額を除く。）　基金に充てるべきものとして政府か

ら出資された金額

二　旧基金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額　基金に

充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額

三　投票法第２１条第４項の規定により旧基金に組み入れられた金額　同項の規定

により基金に組み入れられた金額

１１　第１項の規定により旧センターが解散した場合における解散の登記については、

政令で定める。

（スポーツ振興投票等業務の経過措置）

第５条　旧センターは、旧センター法第３０条の２の規定にかかわらず、平成１５年

４月１日を含む事業年度における同条第１号から第４号までに掲げる金額の合計額

から、当該事業年度の運営費の金額を控除した金額を、スポーツ振興投票等業務繰

越準備金として整理しなければならない。

２　センターの成立の日を含む事業年度の収益に関する第２２条第１項の規定の適用

については、同項中「金額を控除した金額をいう。）」とあるのは「金額を控除した

金額をいう。）に附則第５条第１項に規定するスポーツ振興投票等業務繰越準備金

を加えた金額」と、同条第２項中「収益」とあるのは「収益に附則第５条第１項に

規定するスポーツ振興投票等業務繰越準備金を加えた金額」とする。

３　センターの成立の日を含む事業年度の収益に関する投票法第２１条第５項の規定

の適用については、同項中「収益」とあるのは、「収益にセンター法附則第５条第

１項に規定するスポーツ振興投票等業務繰越準備金を加えた金額」とする。

（業務の特例等）

第６条　センターは、平成１８年３月３１日までの日で政令で定める日までの間は、

第１５条に規定する業務のほか、旧センター法第２０条第１項第３号に掲げる業務

及びこれに附帯する業務を行う。

２　前項に規定する業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定

を設けて整理しなければならない。

３　第１項に規定する業務が行われる場合におけるセンターに対する通則法第６４条

第１項の規定の適用については、同項中「事務所」とあるのは、「事務所若しくは

独立行政法人日本スポーツ振興センター法附則第９条の規定による廃止前の日本体
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育・学校健康センター法第４０条第１項に規定する場所」とする。

４　第１項に規定する業務については、旧センター法第２３条、第２５条第１項及び

第５１条第１号の規定は、附則第９条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

この場合において、旧センター法第２３条、第２５条第１項及び第５１条中「セン

ター」とあるのは「独立行政法人日本スポーツ振興センター」と、同条第１号中

「この法律」とあるのは「第２３条第１項」とする。

５　センターが第１項に規定する業務を行う場合における第４０条第２号の規定の適

用については、同号中「第１５条」とあるのは、「第１５条及び附則第６条第１

項」とする。

６　附則第４条第１項の規定によりセンターが旧センターの権利及び義務を承継した

ときは、旧センター法第２０条第１項第３号に掲げる業務及びこれに附帯する業務

に係る特別の勘定に属する資産のうち文部科学大臣が財務大臣と協議して定める資

産については、一般勘定に属するものとして承継するものとする。

７　附則第４条第１項の規定によりセンターが旧センターの権利及び義務を承継した

ときは、その承継の際、旧センター法第２０条第１項第３号に掲げる業務及びこれ

に附帯する業務に係る特別の勘定において積立金として積み立てられている金額を、

第２項に規定する勘定に属する積立金として整理するものとする。

８　センターは、前項の規定により第２項に規定する勘定に属する積立金として整理

した金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を一般勘定に繰り入れ、積立金と

して整理し、その額に相当する金額を中期目標の期間（第２４条第１項に規定する

中期目標の期間をいう。以下同じ。）に係る通則法第３０条第１項の認可を受けた

中期計画（同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの）

の定めるところにより、当該中期目標の期間における第１５条第１項第８号及び第

９号に掲げる業務のうち学校における児童生徒等の健康の保持増進に係るもの並び

にこれらに附帯する業務の財源に充てるものとする。

９　センターは、第１項に規定する業務を終えたときは、第２項に規定する勘定を廃

止するものとし、その廃止の際当該勘定についてその債務を弁済してなお残余財産

があるときは、当該残余財産に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金

額を一般勘定に繰り入れ、積立金として整理し、その額に相当する金額を中期目標

の期間に係る通則法第３０条第１項の認可を受けた中期計画（同項後段の規定によ

る変更の認可を受けたときは、その変更後のもの）の定めるところにより、当該中

期目標の期間における第１５条第１項第８号及び第９号に掲げる業務のうち学校に

おける児童生徒等の健康の保持増進に係るもの並びにこれらに附帯する業務の財源

に充てるものとする。

１０　文部科学大臣は、前２項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、

財務大臣に協議しなければならない。

１１　センターは、第９項に規定する残余財産の額に相当する金額から同項の規定に

よる承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納

付しなければならない。

（センターに対する便宜の供与）

第７条　都道府県の教育委員会は、当分の間、当該教育委員会の事務の遂行に支障の

ない範囲において、所属の職員に、当該都道府県の区域内に置かれるセンターの従
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たる事務所における事務に従事させることができる。

（保育所等の災害共済給付）

第８条　センターは、当分の間、第１５条及び附則第６条第１項に規定する業務のほ

か、次に掲げる施設の管理下における児童福祉法第４条第１項に規定する児童の災

害につき、当該児童の保護者に対し、災害共済給付を行うことができる。

一　保育所（児童福祉法第３９条第１項に規定する保育所をいう。次号において同

じ。）

二　児童福祉法第５９条第１項に規定する施設のうち同法第３９条第１項に規定す

る業務を目的とする施設（次号の施設を除く。）であって、内閣総理大臣の定め

るところにより、その設備及び運営が保育所に係る基準に準ずるものとして内閣

総理大臣が定める基準に適合すると認められるもの

三　就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第２

条第６項に規定する認定こども園であって児童福祉法第５９条第１項に規定する

施設のうち同法第３９条第１項に規定する業務を目的とするもの

四　児童福祉法第６条の３第９項に規定する家庭的保育事業、同条第１０項に規定

する小規模保育事業又は同条第１２項に規定する事業所内保育事業（次号におい

て「特定保育事業」という。）を行う施設

五　児童福祉法第５９条第１項に規定する施設のうち同法第６条の３第９項、第

１０項又は第１２項に規定する業務を目的とする施設（次号の施設を除く。）で

あって、内閣総理大臣の定めるところにより、その設備及び運営が特定保育事業

を行う施設に係る基準に準ずるものとして内閣総理大臣が定める基準に適合する

と認められるもの

六　子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第５９条の２第１項の規定

による助成を受けている施設の設置者の当該助成に係る業務を目的とする施設の

うち児童福祉法第６条の３第１２項に規定する業務を目的とするもの

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法附則第８条第１項第２号及び第５号

の内閣総理大臣が定める基準等⇒Ｐ．７１

〔 〕参　児童福祉法第３９条、第５９条⇒Ｐ．４０９

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第２

条⇒Ｐ．４１０

子ども・子育て支援法第５９条の２⇒Ｐ．４１０

２　第１６条及び第１７条の規定は、前項の災害共済給付について準用する。

３　センターが第１項に規定する業務を行う場合における第３１条第１項及び第２項、

第３６条第１項第１号及び第２号並びに第４０条第２号の規定の適用については、

第３１条第１項中「学校」とあるのは「附則第８条第１項各号に掲げる施設」と、

同条第２項中「児童生徒等」とあるのは「附則第８条第１項に規定する児童」と、

第３６条第１項第１号中「同じ。）」とあるのは「同じ。）及び附則第８条第１項に

規定する業務」と、同項第２号中「業務」とあるのは「業務及び附則第８条第１項

に規定する業務」と、第４０条第２号中「第１５条」とあるのは「第１５条及び附

則第８条第１項」とする。

（収益の算定方法の特例）

第８条の２　第２２条の規定の適用については、当分の間、同条第１項中「運営費の
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金額」とあるのは「運営費の金額及び投票法第１３条第１項に規定するスポーツ振

興投票券の売上金額の１００分の５を超えない範囲内において文部科学大臣が財務

大臣と協議して定める金額」と、同条第２項中「前項」とあるのは「附則第８条の

２第１項の規定により読み替えて適用する前項」とする。

２　前項の場合における第３７条第１項並びに投票法第２１条第５項及び第２２条の

規定の適用については、第３７条第１項中「第２２条第１項」とあるのは「附則第

８条の２第１項の規定により読み替えて適用する第２２条第１項」と、投票法第２

１条第５項及び第２２条中「センター法第２２条第１項」とあるのは「センター法

附則第８条の２第１項の規定により読み替えて適用するセンター法第２２条第１

項」とする。

（特定業務に必要な費用への充当等）

第８条の３　センターは、前条第１項の規定により読み替えて適用する第２２条第１

項に規定する投票法第１３条第１項に規定するスポーツ振興投票券の売上金額の

１００分の５を超えない範囲内において文部科学大臣が財務大臣と協議して定める

金額（以下「特定金額」という。）を、国際的な規模のスポーツの競技会の我が国

への招致又はその開催が円滑になされるようにするために行うスポーツ施設の整備

等であって特に必要があるものとして文部科学大臣が財務大臣と協議して定める業

務（以下「特定業務」という。）に必要な費用に充てるものとする。

２　センターは、特定金額を、翌事業年度以後の事業年度における特定業務の財源に

充てるため、特定業務特別準備金として整理しなければならない。この場合におい

て、通則法第４４条第１項の規定は、適用しない。

（平成２８事業年度から令和５事業年度までの各事業年度における収益の算定方法

等の特例）

第８条の４　センターの平成２８事業年度から令和５事業年度までの各事業年度にお

ける附則第８条の２第１項の規定により読み替えて適用する第２２条、附則第８条

の２第２項の規定により読み替えて適用する第３７条第１項並びに投票法第２１条

第５項及び第２２条並びに前条第１項の規定の適用については、附則第８条の２第

１項の規定により読み替えて適用する第２２条第１項中「１００分の５」とあるの

は「１００分の１０」と、「３分の１」とあるのは「４分の１」と、附則第８条の

２第１項の規定により読み替えて適用する第２２条第２項及び附則第８条の２第２

項の規定により読み替えて適用する第３７条第１項中「附則第８条の２第１項」と

あるのは「附則第８条の４の規定により読み替えて適用する附則第８条の２第１

項」と、附則第８条の２第２項の規定により読み替えて適用する投票法第２１条第

５項及び第２２条中「附則第８条の２第１項」とあるのは「附則第８条の４の規定

により読み替えて適用するセンター法附則第８条の２第１項」と、前条第１項中

「前条第１項」とあるのは「次条の規定により読み替えて適用する前条第１項」と、

「１００分の５」とあるのは「１００分の１０」とする。

（区分経理）

第８条の５　特定業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定

（以下「特定業務勘定」という。）を設けて整理しなければならない。

２　前項の場合における第２４条第１項及び第３項の適用については、これらの規定

中「特別の勘定」とあるのは、「特別の勘定及び附則第８条の５第１項に規定する
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特定業務勘定」とする。

（利益及び損失の処理の特例）

第８条の６　センターは、特定業務勘定において、通則法第４４条第１項本文又は第

２項の規定による整理を行った後、同条第１項本文の規定による積立金があるとき

は、その額に相当する金額を、翌事業年度以降の特定業務の財源に充てなければな

らない。

（長期借入金及び日本スポーツ振興センター債券）

第８条の７　センターは、特定業務に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可

を受けて、長期借入金をし、又は日本スポーツ振興センター債券（以下「債券」と

いう。）を発行することができる。

２　前項の規定による債券の債権者は、センターの財産について他の債権者に先立っ

て自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

３　前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

４　センターは、文部科学大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は

一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

５　会社法（平成１７年法律第８６号）第７０５条第１項及び第２項並びに第７０９

条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

６　前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令附則第６条～附則第１５条⇒

Ｐ．３３、３４

（償還計画）

第８条の８　センターは、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、文

部科学大臣の認可を受けなければならない。

（資本金の特例）

第８条の９　特定業務が行われる場合における第５条第２項から第５項までの規定の

適用については、これらの規定中「政府」とあるのは「政府及び政令で定める地方

公共団体」と、同条第２項中「スポーツ振興基金」とあるのは「スポーツ振興基金

又は附則第８条の３第１項に規定する特定業務に必要な資金」とする。

（特定業務に係る施設の整備に要する費用についての都道府県の負担）

第８条の１０　特定業務に係る施設のうち、地域の発展に特に資するものとして政令

で定める施設の整備に要する費用は、当該政令で定める施設が存する都道府県が、

その３分の１以内を負担する。

２　前項の場合において、当該都道府県が負担する費用の額及び負担の方法は、セン

ターと当該都道府県とが協議して定める。

３　前項の規定による協議が成立しないときは、当事者の申請に基づき、文部科学大

臣が裁定する。この場合において、文部科学大臣は、当事者の意見を聴かなければ

ならない。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令附則第１６条⇒Ｐ．３５

（日本体育・学校健康センター法の廃止）

第９条　日本体育・学校健康センター法は、廃止する。

（日本体育・学校健康センター法の廃止に伴う経過措置）

第１０条　前条の規定の施行前に旧センター法の規定により締結された災害共済給付
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契約及びこれに付された免責の特約は、この法律中の相当する規定により締結され

た災害共済給付契約及びこれに付された免責の特約とみなす。

２　前条の規定の施行前に旧センター法（第１０条及び第１９条を除く。）の規定に

よりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律中の相当する規定により

した処分、手続その他の行為とみなす。

（罰則の適用に関する経過措置）

第１１条　附則第９条の規定の施行前にした行為及び附則第４条第５項の規定により

なお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する

罰則の適用については、なお従前の例による。

（名称の使用制限に関する経過措置）

第１２条　この法律の施行の際現に日本スポーツ振興センターという名称を使用して

いる者については、第６条の規定は、この法律の施行後６月間は、適用しない。

（政令への委任）

第１３条　附則第２条から第８条まで及び第１０条から前条までに定めるもののほか、

センターの設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置

は、政令で定める。

第１４条～１７条　〔略〕

附　則　（平成１６年６月１８日法律第１２６号）

附　則　（平成１６年６月１８日法律第１２７号）

附　則　（平成１６年６月２３日法律第１３０号）

附　則　（平成１６年６月２３日法律第１３５号）

附　則　（平成１８年６月２１日法律第８０号）

附　則　（平成１９年６月２７日法律第９６号）

附　則　（平成２４年８月２２日法律第６７号）

附　則　（平成２５年５月１０日法律第１１号）

附　則　（平成２５年１２月１３日法律第１１２号）

附　則　（平成２６年６月１３日法律第６７号）

附　則　（平成２７年３月３１日法律第１２号）

附　則　（平成２７年６月２４日法律第４６号）

附　則　（平成２８年５月１３日法律第３５号）

附　則　（平成２９年３月３１日法律第８号）

附　則　（令和２年１２月９日法律第７１号）

（施行期日）

１　この法律は、公布の日から起算して１０日を経過した日〔令和２年１２月１９

日〕から施行する。

（見直し）

２　スポーツ振興投票制度の在り方については、この法律の施行後５年を目途として、

この法律による改正後のスポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人

日本スポーツ振興センター法の施行の状況を勘案して検討を加え、必要な見直しを

行うものとする。

〔令和４年６月１７日法律第６８号抄〕

（罰則の適用等に関する経過措置）
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第４４１条　刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第６７号。以下「刑法等一

部改正法」という。）及びこの法律（以下「刑法等一部改正法等」という。）の施行

前にした行為の処罰については、次章に別段の定めがあるもののほか、なお従前の

例による。

２　刑法等一部改正法等の施行後にした行為に対して、他の法律の規定によりなお従

前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前

の法律の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定

める刑（刑法施行法第１９条第１項の規定又は第８２条の規定による改正後の沖縄

の復帰に伴う特別措置に関する法律第２５条第４項の規定の適用後のものを含

む。）に刑法等一部改正法第２条の規定による改正前の刑法（明治４０年法律第

４５号。以下この項において「旧刑法」という。）第１２条に規定する懲役（以下

「懲役」という。）、旧刑法第１３条に規定する禁錮（以下「禁錮」という。）又は

旧刑法第１６条に規定する拘留（以下「旧拘留」という。）が含まれるときは、当

該刑のうち無期の懲役又は禁錮はそれぞれ無期拘禁刑と、有期の懲役又は禁錮はそ

れぞれその刑と長期及び短期（刑法施行法第２０条の規定の適用後のものを含

む。）を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期（刑法施行法第２０条の

規定の適用後のものを含む。）を同じくする拘留とする。

（裁判の効力とその執行に関する経過措置）

第４４２条　懲役、禁錮及び旧拘留の確定裁判の効力並びにその執行については、次

章に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

（人の資格に関する経過措置）

第４４３条　懲役、禁錮又は旧拘留に処せられた者に係る人の資格に関する法令の規

定の適用については、無期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ無期拘禁刑に

処せられた者と、有期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ刑期を同じくする

有期拘禁刑に処せられた者と、旧拘留に処せられた者は拘留に処せられた者とみな

す。

２　拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の法律の規定によりなお従前の例による

こととされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の法律の規定

の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁

刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期

を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする

旧拘留に処せられた者とみなす。

（経過措置の政令への委任）

第５０９条　この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経

過措置は、政令で定める。

附　則　（令和４年６月１７日法律第６８号）　抄

（施行期日）

１　この法律は、刑法等一部改正法〔刑法等の一部を改正する法律＝令和４年６月法

律第６７号〕施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に

定める日から施行する。

一　第５０９条の規定　公布の日

二　〔略〕
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附　則　（令和４年６月２２日法律第７６号）　抄

沿革

令和４年６月２２日号外法律第７７号〔こども基本法附則１１条に

よる改正〕

（施行期日）

第１条　この法律は、こども家庭庁設置法（令和４年法律第７５号）の施行の日〔令

和５年４月１日〕から施行する。ただし、附則第９条の規定は、この法律の公布の

日から施行する。

〔 〕参　こども家庭庁設置法⇒Ｐ．４０２

（処分等に関する経過措置）

第２条　この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく

命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。）の規定により従前

の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の

定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの

法律（これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」とい

う。）の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知そ

の他の行為とみなす。

２　この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている

申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行

後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の

行為とみなす。

３　この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その

他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に

対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほ

か、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対し

てその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

（命令の効力に関する経過措置）

第３条　旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第７条第３項の内閣府令又は国

家行政組織法（昭和２３年法律第１２０号）第１２条第１項の省令は、法令に別段

の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せ

られた相当の内閣府設置法第７条第３項の内閣府令又は国家行政組織法第１２条第

１項の省令としての効力を有するものとする。

（罰則の適用に関する経過措置）

第４条　この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例

による。

（政令への委任）

第９条　附則第２条から第４条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に

関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

附　則　（令和４年６月２２日法律第７７号）　抄

（施行期日）

第１条　この法律は、令和５年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規

定は、この法律の公布の日又は当該各号に定める法律の公布の日〔令和４年６月
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２２日〕のいずれか遅い日から施行する。

一　〔略〕

二　附則第１１条の規定　こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関す

る法律（令和４年法律第７６号）
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独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令

平成１５年８月８日政令第３６９号

最近改正：令和５年３月３０日政令第１２６号

内閣は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法（平成１４年法律第１６２号）

第５条第６項、第１５条第１項第６号、第１６条第２項及び第４項（同法附則第８条

第２項において準用する場合を含む。）、第１７条（同法附則第８条第２項において準

用する場合を含む。）、第１８条、第２１条第２項、第２２条第１項、第２９条並びに

第３８条並びに附則第４条第３項、第８項及び第１１項の規定に基づき、並びに同法

を実施するため、この政令を制定する。

目次

第１章　出資の目的に係る財産の評価（第１条）

第２章　災害共済給付（第２条―第１３条）

第３章　スポーツ振興投票等業務（第１４条・第１５条）

第４章　国の補助（第１６条―第１８条）

第５章　雑則（第１９条）

附則

第１章　出資の目的に係る財産の評価

第１条　独立行政法人日本スポーツ振興センター法（以下「法」という。）第５条第

５項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。

一　財務省の職員　１人

二　文部科学省の職員　１人

三　独立行政法人日本スポーツ振興センター（以下「センター」という。）の役員

　１人

四　学識経験のある者　２人

２　法第５条第５項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるもの

とする。

３　法第５条第５項の規定による評価に関する庶務は、スポーツ庁政策課において処

理する。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法第５条⇒Ｐ．３

第２章　災害共済給付

（児童生徒等の保護者に含まれる者等）

第２条　法第１５条第１項第７号に規定する里親その他の政令で定める者は、里親

（同号に規定する里親をいう。以下この条において同じ。）及び里親がない場合に

おいて学校（法第３条に規定する学校をいう。以下同じ。）の設置者が当該子女の

監護及び教育をしていると認める者とする。

２　法第１５条第１項第７号に規定する生徒又は学生その他政令で定める者は、死亡

見舞金の支給の場合における当該生徒又は学生の次に掲げる遺族とする。

一　父母
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二　祖父母

三　兄弟姉妹

３　前項に定める者の死亡見舞金を受ける順位は、同項各号の順序とし、父母につい

ては、養父母を先にし、実父母を後にする。

４　生徒又は学生に配偶者又は子があるときは、第２項の規定にかかわらず、法第

１５条第１項第７号に規定する生徒又は学生その他政令で定める者は、死亡見舞金

の支給の場合における当該配偶者又は子とする。この場合において、これらの者の

死亡見舞金を受ける順位は、配偶者を先にする。

５　前３項の規定により死亡見舞金の支給を受けるべき同順位の者が２人以上あると

きは、死亡見舞金の支給は、その人数によって等分して行う。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法第３条、第１５条⇒Ｐ．３、５

（災害共済給付の給付基準）

第３条　法第１５条第１項第７号に規定する災害共済給付（以下この章において単に

「災害共済給付」という。）の給付金の額は、次の各号に掲げる給付の種類ごとに、

当該各号に定める額とする。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法第１５条⇒Ｐ．５

一　医療費　次に掲げる額の合算額

イ　単位療養（同一の月に一の病院、診療所、薬局その他の者から受けた療養

（健康保険法（大正１１年法律第７０号）第６３条第１項各号に掲げる療養及

び同法第８８条第１項に規定する指定訪問看護をいう。（１）を除き、以下同

じ。）をいう。以下この号において同じ。）ごとに、次の（１）又は（２）に掲

げる費用について、それぞれ（１）又は（２）に定める方法により算定した額

の合計額（ロにおいて「単位療養額」という。）に１０分の３を乗じて得た額

（その額が、２５万２６００円と、その単位療養につき健康保険法施行令（大

正１５年勅令第２４３号）第４２条第１項第２号の厚生労働省令で定めるとこ

ろにより算定した療養に要した費用の額（その額が８４万２０００円に満たな

いときは、８４万２０００円）から８４万２０００円を控除した額に１００分

の１を乗じて得た額（この額に１円未満の端数がある場合において、その端数

金額が５０銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が５０銭以上

であるときは、これを１円に切り上げた額）との合算額を超えない範囲内で内

閣府令で定める額を超えるときは、当該内閣府令で定める額）を合算した額

（１）健康保険法第６３条第１項各号に掲げる療養に要する費用　同法第７６条

第２項の規定に基づく厚生労働大臣の定めるところ又は同法第８６条第２項

第１号の規定に基づく厚生労働大臣の定めるところにより算定した額（その

額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した

費用の額）。ただし、当該定めがないときは、現に当該療養に要した費用の

範囲内でセンターが必要と認めた額とする。

（２）健康保険法第８８条第１項に規定する指定訪問看護に要する費用　同条第

４項の規定に基づく厚生労働大臣の定めるところにより算定した額（その額

が現に当該指定訪問看護に要した費用の額を超えるときは、現に当該指定訪

問看護に要した費用の額）。ただし、当該定めがないときは、現に当該指定

訪問看護に要した費用の範囲内でセンターが必要と認めた額とする。
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基　独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第１９条⇒Ｐ．４８

ロ　単位療養額を合算した額の１０分の１を超えない範囲内で療養に伴って要す

る費用として内閣府令で定める額

基　独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第２０条⇒Ｐ．５１

ハ　療養を受けた月における食事療養（健康保険法第６３条第２項第１号に規定

する食事療養をいう。）を受けた日数に同法第８５条第２項に規定する食事療

養標準負担額を乗じて得た額

ニ　療養を受けた月における生活療養（健康保険法第６３条第２項第２号に規定

する生活療養をいう。）を受けた日数に同法第８５条の２第２項に規定する生

活療養標準負担額を乗じて得た額

〔 〕参　健康保険法第６３条、第７６条、第８５条、第８６条、第８８条⇒Ｐ．４４０

～４４３

二　障害見舞金　障害の程度に応じ４０００万円から８８万円までの範囲（第５条

第２項第４号に掲げる場合（これに準ずる場合として同項第５号の内閣府令で定

める場合を含む。次号において同じ。）に係る障害見舞金にあっては、２０００

万円から４４万円までの範囲）内で内閣府令で定める額

基　独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第２１条⇒Ｐ．５１

三　死亡見舞金　３０００万円（第５条第１項第４号に掲げる死亡（同条第２項第

４号に掲げる場合に係るものに限る。）及び同条第１項第５号の内閣府令で定め

る死亡に係る死亡見舞金にあっては、１５００万円）

２　災害共済給付（障害見舞金の支給を除く。）は、同一の負傷又は疾病に関しては、

医療費の支給開始後１０年を経過した時以後は、行わない。

３　センターは、災害共済給付の給付事由と同一の事由について、当該災害共済給付

に係る児童、生徒、学生又は幼児（以下「児童生徒等」という。）が国家賠償法等

（法第３１条第１項に規定する国家賠償法等をいう。）により損害賠償を受けたと

きは、その価額の限度において、災害共済給付を行わないことができる。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法第３１条⇒Ｐ．１１

４　センターは、学校の管理下における児童生徒等の災害（法第１５条第１項第７号

に規定する災害をいう。以下同じ。）について、当該児童生徒等が他の法令の規定

により国又は地方公共団体の負担において療養若しくは療養費の支給を受け、又は

補償若しくは給付を受けたときは、その受けた限度において、災害共済給付を行わ

ない。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法第１５条⇒Ｐ．５

５　センターは、非常災害（風水害、震災、事変その他の非常災害であって、当該非

常災害が発生した地域の多数の住民が被害を受けたものをいう。）による児童生徒

等の災害については、災害共済給付を行わない。

６　センターは、生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による保護を受けている

世帯に属する義務教育諸学校（法第１８条に規定する義務教育諸学校をいう。以下

同じ。）の児童及び生徒（以下「要保護児童生徒」という。）に係る災害については、

医療費の支給を行わない。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法第１８条⇒Ｐ．７

〔 〕参　生活保護法⇒Ｐ．４１１
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７　センターは、高等学校（中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含

む。以下同じ。）、高等専門学校及び専修学校（学校教育法（昭和２２年法律第２６

号）第１２４条に規定する専修学校をいい、同法第１２５条第１項に規定する高等

課程に係るものに限る。以下同じ。）の災害共済給付については、災害共済給付契

約に係る生徒又は学生が自己の故意の犯罪行為により、又は故意に、負傷し、疾病

にかかり、又は死亡したときは、当該負傷、疾病若しくは死亡又は当該負傷をし、

若しくは疾病にかかったことによる障害若しくは死亡に係る災害共済給付を行わな

い。ただし、当該生徒又は学生が、いじめ（いじめ防止対策推進法（平成２５年法

律第７１号）第２条第１項に規定するいじめをいう。）、体罰（学校教育法第１１条

ただし書（同法第１３３条第１項において準用する場合を含む。）に規定する体罰

をいう。）その他の当該生徒又は学生の責めに帰することができない事由により生

じた強い心理的な負担により、故意に負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、

この限りでない。

〔 〕参　学校教育法第１１条、１２４条、１２５条⇒Ｐ．４０５、４０６

いじめ防止対策推進法第２条⇒Ｐ．４１０

８　センターは、高等学校、高等専門学校及び専修学校の災害共済給付については、

災害共済給付契約に係る生徒又は学生が自己の重大な過失により、負傷し、疾病に

かかり、又は死亡したときは、当該死亡又は当該負傷をし、若しくは疾病にかかっ

たことによる障害若しくは死亡に係る災害共済給付の一部を行わないことができる。

（給付金の支払の請求及びその支払）

第４条　災害共済給付の給付金の支払の請求は、災害共済給付契約に係る学校の設置

者が行うものとする。

２　前項の規定にかかわらず、災害共済給付契約に係る児童生徒等の保護者（法第

１５条第１項第７号に規定する保護者をいう。以下同じ。）又は当該児童生徒等の

うち生徒若しくは学生が成年に達している場合にあっては当該生徒若しくは学生は、

自ら前項の請求をすることができる。この場合において、当該請求は、当該災害共

済給付契約に係る学校の設置者を経由して行うものとする。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法第１５条⇒Ｐ．５

３　同一の負傷又は疾病に係る医療費の支給についての支払の請求は、１月ごとに行

うものとする。

４　センターは、第１項又は第２項の規定による給付金の支払の請求があったときは、

当該請求の内容が適正であるかどうかを審査して、前条に規定するところにより、

その支払額を決定するものとする。

５　センターは、前項の規定により支払額を決定したときは、速やかに、次の各号に

掲げる区分に従い、当該各号に定める者を通じて、当該各号に定める児童生徒等の

保護者又は当該児童生徒等のうち生徒若しくは学生が成年に達している場合にあっ

ては当該生徒若しくは学生に対し、給付金の支払を行うものとする。

一　学校教育法第２条第２項に規定する国立学校並びに国（国立大学法人法（平成

１５年法律第１１２号）第２条第１項に規定する国立大学法人を含む。第１９条

第２項において同じ。）が設置する幼保連携型認定こども園（就学前の子どもに

関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７

号）第２条第７項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。）及び
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専修学校並びに地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第６８条第１

項に規定する公立大学法人（第１９条第２項において単に「公立大学法人」とい

う。）が設置する学校の児童生徒等の災害に係る給付金の支払　当該学校の校長

二　公立の学校の児童生徒等の災害に係る給付金の支払　当該学校を設置する地方

公共団体の教育委員会（幼保連携型認定こども園にあっては、当該地方公共団体

の長）

三　私立の学校の児童生徒等の災害に係る給付金の支払　当該学校を設置する学校

法人の理事長（学校法人以外の者が設置する学校にあっては、当該学校の設置者

が団体であるものについては当該団体の代表者、当該学校の設置者が団体でない

ものについては当該設置者）

〔 〕参　学校教育法第２条⇒Ｐ．４０５

（学校の管理下における災害の範囲）

第５条　災害共済給付に係る災害は、次に掲げるものとする。

一　児童生徒等の負傷でその原因である事由が学校の管理下において生じたもの。

ただし、療養に要する費用が５０００円以上のものに限る。

二　学校給食に起因する中毒その他児童生徒等の疾病でその原因である事由が学校

の管理下において生じたもののうち、内閣府令で定めるもの。ただし、療養に要

する費用が５０００円以上のものに限る。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第２２条⇒Ｐ．５１

三　第１号の負傷又は前号の疾病が治った場合において存する障害のうち、内閣府

令で定める程度のもの

基　独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第２３条⇒Ｐ．５２

四　児童生徒等の死亡でその原因である事由が学校の管理下において生じたものの

うち、内閣府令で定めるもの

基　独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第２４条⇒Ｐ．５２

五　前号に掲げるもののほか、これに準ずるものとして内閣府令で定めるもの

基　独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第２５条⇒Ｐ．５２

２　前項第１号、第２号及び第４号において「学校の管理下」とは、次に掲げる場合

をいう。

一　児童生徒等が、法令の規定により学校が編成した教育課程に基づく授業を受け

ている場合

二　児童生徒等が学校の教育計画に基づいて行われる課外指導を受けている場合

三　前２号に掲げる場合のほか、児童生徒等が休憩時間中に学校にある場合その他

校長の指示又は承認に基づいて学校にある場合

四　児童生徒等が通常の経路及び方法により通学する場合

五　前各号に掲げる場合のほか、これらの場合に準ずる場合として内閣府令で定め

る場合

基　独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第２６条⇒Ｐ．５２

（災害共済給付契約等の拒絶理由）

第６条　法第１６条第４項の政令で定める正当な理由は、次に掲げるものとする。

一　災害共済給付契約を締結する場合において、当該災害共済給付契約の申込みに

係る児童生徒等の数が、当該児童生徒等が在学する学校の児童生徒等の総数に比
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べて著しく少ないこと。

二　災害共済給付契約を締結する場合において、当該災害共済給付契約の申込みが

内閣府令で定める契約締結期限の経過後に行われること。

三　免責の特約を付する場合において、災害共済給付契約に係る児童生徒等の一部

につき免責の特約を付する申込みが行われること。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法第１６条⇒Ｐ．６

独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第２７条 ⇒Ｐ．５２

（共済掛金の額）

第７条　法第１７条第１項の政令で定める額は、各年度につき、児童生徒等１人当た

り、次の各号に掲げる学校の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一　義務教育諸学校　９２０円（要保護児童生徒にあっては、４０円）

二　高等学校及び専修学校　２１５０円（夜間その他特別の時間又は時期において

授業を行う課程において教育を受ける生徒にあっては９８０円、通信による教育

を行う課程において教育を受ける生徒にあっては２８０円）

三　高等専門学校　１９３０円

四　幼稚園（特別支援学校の幼稚部を含む。以下同じ。）及び幼保連携型認定こど

も園　２７０円

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法第１７条⇒Ｐ．７

（免責の特約を付した場合に共済掛金の額に加える額）

第８条　法第１７条第２項の政令で定める額は、各年度につき、児童生徒等１人当た

り１５円（高等学校及び専修学校の通信による教育を行う課程において教育を受け

る生徒にあっては、２円）とする。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法第１７条⇒Ｐ．７

（共済掛金の支払の期限）

第９条　法第１７条第３項の規定による共済掛金の支払は、各年度について、５月１

日において在籍する児童生徒等（法第１６条第１項の規定による保護者の同意があ

るものに限る。）の数に基づき、同月３１日までに行わなければならない。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法第１６条、第１７条⇒Ｐ．６、７

（学校の設置者が保護者から徴収する額の範囲）

第１０条　法第１７条第４項の政令で定める範囲は、次の各号に掲げる学校の区分に

応じ、当該各号に定める範囲とする。

一　義務教育諸学校　１０分の４から１０分の６まで

二　高等学校、高等専門学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園及び専修学校　

１０分の６から１０分の９まで

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法第１７条⇒Ｐ．７

（共済掛金を支払わない場合における災害共済給付）

第１１条　センターは、学校の設置者が第９条に規定する支払期限までに法第１７条

第３項の規定による共済掛金を支払わない場合においては、当該支払期限の経過後

当該災害共済給付契約に係る年度内に共済掛金を支払った場合における当該支払っ

た日以後当該年度内に発生した児童生徒等の災害に係る災害共済給付を除いては、

当該災害共済給付契約に係る災害共済給付を行わない。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法第１７条⇒Ｐ．７
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（共済掛金の控除額及び返還額）

第１２条　法第１８条の政令で定める額は、公立の義務教育諸学校の設置者が法第

１７条第４項ただし書の規定により児童又は生徒の保護者で法第２９条第２項各号

のいずれかに該当するものから法第１７条第４項本文に規定する学校の設置者の定

める額を徴収しない場合における当該徴収しない額の総額の２分の１とする。ただ

し、小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援

学校の小学部及び中学部の別並びに要保護児童生徒又は準要保護児童生徒（法第

２９条第２項各号に掲げる者に係る児童及び生徒のうち、要保護児童生徒を除いた

者をいう。以下同じ。）の別により、それぞれ、共済掛金の額の２分の１に第１８

条第２項の規定により当該義務教育諸学校の設置者がセンターから通知を受けた児

童及び生徒の数を乗じて得た額の２分の１を限度とする。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法第１７条、第１８条、第２９条⇒Ｐ．

７、１０

（児童生徒等の転学等の場合における特例）

第１３条　災害共済給付契約に係る児童生徒等が転学し、進学し、卒業し、又は退学

した場合における第４条第１項、第２項及び第５項並びに第９条の規定の適用につ

いて必要な事項は、内閣府令で定める。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第２８条 ⇒Ｐ．５３

第３章　スポーツ振興投票等業務

（審議会等で政令で定めるもの）

第１４条　法第２１条第２項の審議会等で政令で定めるものは、スポーツ審議会とす

る。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法第２１条⇒Ｐ．８

（国庫納付金の納付の手続）

第１５条　センターは、毎事業年度、法第２２条第１項の規定に基づいて計算した当

該事業年度の国庫納付金の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度

の損益計算書その他当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類（次項におい

て「添付書類」という。）を添付して、翌事業年度の５月２０日までに、これを文

部科学大臣に提出しなければならない。

２　文部科学大臣は、前項に規定する国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があっ

たときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送

付するものとする。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法第２２条⇒Ｐ．８

第４章　国の補助

（災害共済給付に係る国の補助）

第１６条　法第２９条第１項の規定による災害共済給付に要する経費に係る国の補助

は、第５条第２項第１号及び第２号に掲げる場合に係る災害共済給付に要する経費

として次の各号に掲げる学校の区分ごとに内閣総理大臣が定める額（以下この条に

おいて「補助対象災害共済給付経費」という。）について行うものとし、当該補助

の額は、当該学校の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一　義務教育諸学校　補助対象災害共済給付経費の３分の１に相当する額

二　高等学校、高等専門学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園及び専修学校　補
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助対象災害共済給付経費のうち内閣総理大臣の定める額

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法第２９条⇒Ｐ．１０

（要保護者に準ずる程度に困窮している者）

第１７条　法第２９条第２項第２号の政令で定める者は、同項の公立の義務教育諸学

校の設置者が、生活保護法第６条第２項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮し

ていると認める者とする。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法第２９条⇒Ｐ．１０

２　公立の義務教育諸学校の設置者は、前項に規定する認定を行うため必要があると

きは、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）に定める福祉に関する事務所の長及

び民生委員法（昭和２３年法律第１９８号）に定める民生委員に対して助言を求め

ることができる。

（センターに対する国の補助）

第１８条　法第２９条第２項の規定による国の補助は、小学校、中学校及び義務教育

学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の別並び

に要保護児童生徒又は準要保護児童生徒の別により、それぞれ、共済掛金の額の２

分の１にセンターが次項の規定により公立の義務教育諸学校の設置者に配分した児

童及び生徒の数を乗じて得た額の合計額の２分の１を限度として、公立の義務教育

諸学校の設置者が法第１７条第４項ただし書の規定により児童又は生徒の保護者で

法第２９条第２項各号のいずれかに該当するものから法第１７条第４項本文に規定

する学校の設置者の定める額を徴収しない場合における当該徴収しない額の合計額

の２分の１について行うものとする。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法第１７条、第２９条⇒Ｐ．７、１０

２　センターは、公立の義務教育諸学校の設置者で法第１７条第４項ただし書の規定

により前項に規定する児童又は生徒の保護者から同条第４項本文に規定する学校の

設置者の定める額を徴収しないものについて、別表に掲げる算式により算定した小

学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の

小学部及び中学部の児童及び生徒の数を配分し、その配分した数を内閣総理大臣及

び当該各設置者に通知しなければならない。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法第１７条⇒Ｐ．７

第５章　雑則

（学校の設置者が地方公共団体等である場合の事務処理）

第１９条　学校の設置者が地方公共団体である場合におけるこの政令に基づいて学校

の設置者が処理すべき事務は、当該地方公共団体の教育委員会（幼保連携型認定こ

ども園にあっては、当該地方公共団体の長）が処理するものとする。

２　学校の設置者が国、独立行政法人国立高等専門学校機構又は公立大学法人である

場合における第２条第１項並びに第４条第１項及び第２項の規定に基づいて学校の

設置者が処理すべき事務は、当該学校の校長が処理するものとする。

附　則　抄

（施行期日）

第１条　この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第６条から第２５条まで

の規定は、平成１５年１０月１日から施行する。

（東日本大震災に起因するやむを得ない理由がある場合における共済掛金の支払期
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限の延長等）

第１条の２　センターは、東日本大震災（平成２３年３月１１日に発生した東北地方

太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。）に起因する

やむを得ない理由により、第９条に規定する支払期限までに法第１７条第３項の規

定による共済掛金を支払うことができないと認められる学校の設置者があるときは、

内閣総理大臣の認可を受けてセンターの定めるところにより、その理由のやんだ日

から２月以内に限り、当該学校の設置者に係る当該支払期限を延長することができ

る。この場合において、第１１条中「第９条に規定する支払期限」とあるのは、

「附則第１条の２の規定により延長された支払期限」とする。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法第１７条⇒Ｐ．７

（平成２８年熊本地震による災害に起因するやむを得ない理由がある場合における

共済掛金の支払期限の延長等）

第１条の３　センターは、平成２８年熊本地震による災害に起因するやむを得ない理

由により、第９条に規定する支払期限までに法第１７条第３項の規定による共済掛

金を支払うことができないと認められる学校の設置者があるときは、内閣総理大臣

の認可を受けてセンターの定めるところにより、その理由のやんだ日から２月以内

に限り、当該学校の設置者に係る当該支払期限を延長することができる。この場合

において、第１１条中「第９条に規定する支払期限」とあるのは、「附則第１条の

３の規定により延長された支払期限」とする。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法第１７条 ⇒Ｐ．７

（新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延に起因するやむを得ない理由がある

場合における共済掛金の支払期限の延長等）

第１条の４　センターは、新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイル

ス属のコロナウイルス（令和２年１月に、中華人民共和国から世界保健機関に対し

て、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）である感染

症をいう。）の発生又はまん延に起因するやむを得ない理由により、第９条に規定

する支払期限までに法第１７条第３項の規定による共済掛金を支払うことができな

いと認められる学校の設置者があるときは、内閣総理大臣の認可を受けてセンター

の定めるところにより、その理由のやんだ日から２月以内に限り、当該学校の設置

者に係る当該支払期限を延長することができる。この場合において、第１１条中

「第９条に規定する支払期限」とあるのは、「附則第１条の４の規定により延長さ

れた支払期限」とする。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法第１７条⇒Ｐ．７

（国が承継する資産の範囲等）

第２条　法附則第４条第３項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務

大臣に協議して定める。

２　前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。

（評価に関する規定の準用）

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法附則第４条⇒Ｐ．１２

第３条　第１条の規定は、法附則第４条第７項の評価委員その他評価について準用す

る。この場合において、第１条第１項中「必要の都度、次に掲げる者」とあるのは

「次に掲げる者」と、同項第３号中「役員」とあるのは「役員（センターが成立す
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るまでの間は、センターに係る独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）

第１５条第１項の設立委員）」と読み替えるものとする。

（日本体育・学校健康センターの解散の登記の嘱託等）

第４条　法附則第４条第１項の規定により日本体育・学校健康センターが解散したと

きは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければなら

ない。

２　登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙

を閉鎖しなければならない。

（保育所等の災害共済給付）

第５条　法附則第８条第２項において準用する法第１７条第１項の政令で定める額は、

各年度につき、保育所等（法附則第８条第１項各号に掲げる施設をいう。以下この

条において同じ。）の児童（法附則第８条第１項に規定する児童をいう。以下この

条において同じ。）１人当たり３５０円とする。ただし、要保護児童（生活保護法

による保護を受けている世帯に属する保育所等の児童をいう。）については、１人

当たり４０円とする。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法第１７条、附則第８条⇒Ｐ．７、

１６

２　法附則第８条第２項において準用する法第１７条第４項の政令で定める範囲は、

同項に規定する共済掛金の額の１０分の６から１０分の９までの範囲とする。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法附則第８条⇒Ｐ．１６

３　保育所等の災害共済給付については、前２項に規定するもののほか、第２章（第

２条、第５条第２項、第７条、第１０条及び第１２条を除く。）、第１９条及び附則

第１条の２から第１条の４までの規定を準用する。この場合において、第３条第１

項第２号中「第５条第２項第４号に掲げる場合（これに準ずる場合として同項第５

号の内閣府令で定める場合を含む。次号において同じ。）」とあるのは「附則第５条

第４項第２号に掲げる場合（これに準ずる場合として同項第３号の内閣総理大臣が

定める場合を含む。次号において同じ。）」と、同項第３号中「同条第２項第４号」

とあるのは「附則第５条第４項第２号」と、「同条第１項第５号」とあるのは「第

５条第１項第５号」と、同条第６項中「生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）

による保護を受けている世帯に属する義務教育諸学校（法第１８条に規定する義務

教育諸学校をいう。以下同じ。）の児童及び生徒（以下「要保護児童生徒」とい

う。）」とあるのは「附則第５条第１項に規定する要保護児童」と、第４条第５項第

２号中「教育委員会（幼保連携型認定こども園にあっては、当該地方公共団体の

長）」とあるのは「長」と、第５条第１項第１号中「学校の管理下」とあるのは

「保育所等（法附則第８条第１項各号に掲げる施設をいう。以下この項及び第９条

において同じ。）の管理下」と、同項第２号及び第４号中「学校の管理下」とある

のは「保育所等の管理下」と、第９条中「第１７条第３項」とあるのは「附則第８

条第２項において準用する法第１７条第３項」と、「５月１日」とあるのは「５月

１日（同月２日から当該年度の末日までの間に経営を開始する保育所等（当該保育

所等の設置者が当該保育所等の管理下における児童について新たに災害共済給付契

約を締結するものに限る。以下この条において「特定保育所等」という。）にあっ

ては、その経営を開始する日）」と、「同月３１日」とあるのは「同月３１日（特定
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保育所等にあっては、その経営を開始した日の属する月の翌月の末日）」と、第

１９条第１項中「教育委員会（幼保連携型認定こども園にあっては、当該地方公共

団体の長）」とあるのは「長」と読み替えるものとする。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法第１８条、附則第８条⇒Ｐ．７、

１６

４　前項の規定により読み替えて準用する第５条第１項第１号、第２号及び第４号並

びに第９条において「保育所等の管理下」とは、次に掲げる場合をいう。

一　児童が保育を受けている場合

二　児童が通常の経路及び方法により保育所等に通い、又は保育所等から帰宅する

場合

三　前２号に掲げる場合のほか、これらの場合に準ずる場合として内閣総理大臣が

定める場合

（センター債券の形式）

第６条　日本スポーツ振興センター債券（以下「センター債券」という。）は、無記

名利札付きとする。

（センター債券の発行の方法）

第７条　センター債券の発行は、募集の方法による。

（センター債券申込証）

第８条　センター債券の募集に応じようとする者は、日本スポーツ振興センター債券

申込証（以下「センター債券申込証」という。）に、その引き受けようとするセン

ター債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。

２　社債、株式等の振替に関する法律（平成１３年法律第７５号。以下「社債等振替

法」という。）の規定の適用があるセンター債券（次条第２項において「振替セン

ター債券」という。）の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己

のために開設された当該センター債券の振替を行うための口座（同条第２項におい

て「振替口座」という。）をセンター債券申込証に記載しなければならない。

３　センター債券申込証は、センターが作成し、これに次に掲げる事項を記載しなけ

ればならない。

一　センター債券の名称

二　センター債券の総額

三　各センター債券の金額

四　センター債券の利率

五　センター債券の償還の方法及び期限

六　利息の支払の方法及び期限

七　センター債券の発行の価額

八　社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨

九　社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨

十　応募額がセンター債券の総額を超える場合の措置

十一　募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号

（センター債券の引受け）

第９条　前条の規定は、政府若しくは地方公共団体がセンター債券を引き受ける場合

又はセンター債券の募集の委託を受けた会社が自らセンター債券を引き受ける場合
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においては、その引き受ける部分については、適用しない。

２　前項の場合において、振替センター債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体

又は振替センター債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座

をセンターに示さなければならない。

（センター債券の成立の特則）

第１０条　センター債券の応募総額がセンター債券の総額に達しないときでもセン

ター債券を成立させる旨をセンター債券申込証に記載したときは、その応募額を

もってセンター債券の総額とする。

（センター債券の払込み）

第１１条　センター債券の募集が完了したときは、センターは、遅滞なく、各セン

ター債券についてその全額の払込みをさせなければならない。

（債券の発行）

第１２条　センターは、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなけ

ればならない。ただし、センター債券につき社債等振替法の規定の適用があるとき

は、この限りでない。

２　各債券には、附則第８条第３項第１号から第６号まで、第９号及び第１１号に掲

げる事項並びに番号を記載し、センターの理事長がこれに記名押印しなければなら

ない。

（センター債券原簿）

第１３条　センターは、主たる事務所に日本スポーツ振興センター債券原簿（次項に

おいて「センター債券原簿」という。）を備えて置かなければならない。

２　センター債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一　センター債券の発行の年月日

二　センター債券の数（社債等振替法の規定の適用がないときは、センター債券の

数及び番号）

三　附則第８条第３項第１号から第６号まで、第８号及び第１１号に掲げる事項

四　元利金の支払に関する事項

（利札が欠けている場合）

第１４条　センター債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、こ

れに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札につ

いては、この限りでない。

２　前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、セン

ターは、これに応じなければならない。

（センター債券の発行の認可）

第１５条　センターは、法附則第８条の７第１項の規定によりセンター債券の発行の

認可を受けようとするときは、センター債券の募集の日の２０日前までに次に掲げ

る事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

一　センター債券の発行を必要とする理由

二　附則第８条第３項第１号から第８号までに掲げる事項

三　センター債券の募集の方法

四　センター債券の発行に要する費用の概算額

五　第２号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
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基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法附則第８条、附則第８条の７⇒Ｐ．

１６、１８

２　前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一　作成しようとするセンター債券申込証

二　センター債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面

三　センター債券の引受けの見込みを記載した書面

（法附則第８条の１０第１項の政令で定める施設）

第１６条　法附則第８条の１０第１項の政令で定める施設は、センターが東京都新宿

区霞ヶ丘町（一番、二番、二番地先、三番、三番地先、四番、四番地先、十番、十

番地先及び十五番に限る。）並びに渋谷区千駄ヶ谷一丁目（十五番、十五番地先、

十六番及び十六番地先に限る。）及び二丁目（三十三番、三十三番地先及び三百五

十九番に限る。）の区域において整備する競技場とする。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法附則第８条 ⇒Ｐ．１６

（日本体育・学校健康センター法施行令の廃止）

第１７条　日本体育・学校健康センター法施行令（昭和６０年政令第３３１号）は、

廃止する。

（日本体育・学校健康センター法施行令の廃止に伴う経過措置）

第１８条　前条の規定による廃止前の日本体育・学校健康センター法施行令の規定に

よりした処分、手続その他の行為は、この政令中の相当する規定によりした処分、

手続その他の行為とみなす。

附　則　（平成１５年１２月３日政令第４８３号）

附　則　（平成１７年３月１８日政令第４５号）

（施行期日）

１　この政令は、平成１７年４月１日から施行する。

（経過措置）

２　この政令の施行の日（以下「施行日」という。）前に生じた障害に係る障害見舞

金及び施行日前に死亡した者に係る死亡見舞金については、なお従前の例による。

３　平成１６年度までの共済掛金の額（免責の特約を付した場合に共済掛金の額に加

える額を含む。）については、なお従前の例による。

附　則　（平成１７年４月１日政令第１１８号）

附　則　（平成１８年８月３０日政令第２８６号）　抄

（施行期日）

第１条　この政令は、平成１８年１０月１日から施行する。

（独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の一部改正に伴う経過措置）

第１６条　施行日前に行われた療養に係る独立行政法人日本スポーツ振興センター法

（平成１４年法律第１６２号）の規定による医療費の支給については、なお従前の

例による。

附　則　（平成１９年３月２２日政令第５５号）

附　則　（平成２３年３月３１日政令第６７号）

附　則　（平成２３年５月２７日政令第１４９号）

附　則　（平成２５年１０月１７日政令第２９７号）

附　則　（平成２６年１１月１９日政令第３６５号）　抄
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（施行期日）

第１条　この政令は、平成２７年１月１日から施行する。〔後略〕

（独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の一部改正に伴う経過措置）

第２４条　施行日前に行われた療養に係る独立行政法人日本スポーツ振興センター法

の規定による医療費の支給については、なお従前の例による。

附　則　（平成２６年１２月２４日政令第４１２号）

附　則　（平成２７年３月３１日政令第１６７号）

（施行期日）

１　この政令は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律

（平成２７年法律第１２号）の施行の日（平成２７年４月１日）から施行する。

（平成２７年度の共済掛金の支払期限の特例）

２　平成２７年度の共済掛金（独立行政法人日本スポーツ振興センター法附則第８条

第１項に規定する特定保育事業の災害共済給付に係るものに限る。）の支払期限に

ついては、第１条の規定による改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センター法

施行令附則第５条第３項において準用する同令第９条中「５月３１日」とあるのは、

「７月３１日」とする。

附　則　（平成２７年９月１８日政令第３２８号）

附　則　（平成２７年１２月１６日政令第４２１号）

附　則　（平成２８年５月２日政令第２１２号）

附　則　（平成２８年５月１３日政令第２１７号）

附　則　（平成２８年７月１日政令第２５２号）

附　則　（平成２８年９月７日政令第２９３号）

（施行期日）

１　この政令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２　この政令による改正後の第３条第７項ただし書の規定は、平成２８年４月１日以

後に生じた災害に係る災害共済給付について適用する。

附　則　（平成２８年１１月２４日政令第３５３号）

附　則　（平成２９年３月３１日政令第１２４号）

（施行期日）

１　この政令は、平成２９年４月１日から施行する。

（平成２９年度の共済掛金の支払期限の特例）

２　平成２９年度の共済掛金（独立行政法人日本スポーツ振興センター法第３条に規

定する専修学校並びに同法附則第８条第１項第２号、第５号及び第６号に掲げる施

設の災害共済給付に係るものに限る。）の支払期限については、第１条の規定によ

る改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令（以下「新令」とい

う。）第９条（新令附則第５条第３項において準用する場合を含む。）中「５月３１

日」とあるのは、「７月３１日」とする。

附　則　（平成３１年４月２６日政令第１６１号）

（施行期日）

１　この政令は、公布の日から施行する。

（経過措置）
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２　この政令による改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令（以下

「新令」という。）第３条第１項（第２号及び第３号に係る部分に限り、新令附則

第５条第３項において準用する場合を含む。）は、平成３１年４月１日以後に生じ

た障害に係る障害見舞金及び同日以後に死亡した者に係る死亡見舞金について適用

し、同日前に生じた障害に係る障害見舞金及び同日前に死亡した者に係る死亡見舞

金については、なお従前の例による。

３　新令第７条（第２号及び第３号に係る部分に限る。）及び第８条（新令附則第５

条第３項において準用する場合を含む。）の規定は、平成３１年度以後の年度に係

る共済掛金の額（免責の特約を付した場合に共済掛金の額に加える額を含む。以下

この項において同じ。）について適用し、平成３０年度までの共済掛金の額につい

ては、なお従前の例による。

附　則　（令和２年５月１３日政令第１６９号）

附　則　（令和２年１２月２４日政令第３７５号）

附　則　（令和３年２月１０日政令第２８号）

附　則　（令和５年３月３０日政令第１２６号）　抄

（施行期日）

第１条　この政令は、令和５年４月１日から施行する。

（罰則に関する経過措置）

第７条　施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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別表（第１８条関係）

イ　要保護児童生徒に係る場合 Ｘ×ｐ／Ｐ

ロ　準要保護児童生徒に係る場合 Ｙ×（ｐ／Ｐ＋ｑ／Ｑ）×１／２

備考　この表における算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおり

とする。

Ｘ　内閣総理大臣が毎年度予算の範囲内で定めるセンターに対する国の補助の基

準となる小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は

特別支援学校の小学部及び中学部に係る要保護児童生徒の総数

Ｙ　内閣総理大臣が毎年度予算の範囲内で定めるセンターに対する国の補助の基

準となる小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は

特別支援学校の小学部及び中学部に係る準要保護児童生徒の総数

Ｐ　内閣総理大臣の指定する日現在において、災害共済給付契約に係る全国の小

学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学

校の小学部及び中学部の児童及び生徒のうち、教育扶助（生活保護法に規定す

る教育扶助をいう。以下同じ。）を受けている者の総数

ｐ　内閣総理大臣の指定する日現在において、災害共済給付契約に係る当該学校

の設置者の設置する小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前

期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒のうち、教育扶助

を受けている者の総数

Ｑ　内閣総理大臣の指定する日現在において、災害共済給付契約に係る全国の小

学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学

校の小学部及び中学部の児童及び生徒の総数

ｑ　内閣総理大臣の指定する日現在において、災害共済給付契約に係る当該学校

の設置者の設置する小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前

期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒の総数
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独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令

平成１５年１０月１日文部科学省令第５１号

最近改正：令和５年３月３０日文部科学省令第１２号

独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）、独立行政法人日本スポーツ振

興センター法（平成１４年法律第１６２号）、独立行政法人の組織、運営及び管理に

係る共通的な事項に関する政令（平成１２年政令第３１６号）及び独立行政法人日本

スポーツ振興センター法施行令（平成１５年政令第３６９号）の規定に基づき、並び

にこれらの法律を実施するため、独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省

令を次のように定める。

独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令

（通則法第８条第３項に規定する主務省令で定める重要な財産）

第１条　独立行政法人日本スポーツ振興センター（以下「センター」という。）に係

る独立行政法人通則法（以下「通則法」という。）第８条第３項に規定する主務省

令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第４６条の２第

１項又は第２項の認可に係る申請の日（各項ただし書の場合にあっては、当該財産

の処分に関する計画を定めた通則法第３０条第１項の中期計画の認可に係る申請の

日）における帳簿価額（現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額）が

５０万円以上のもの（その性質上通則法第４６条の２の規定により処分することが

不適当なものを除く。）その他文部科学大臣（独立行政法人日本スポーツ振興セン

ター法（以下「法」という。）第１５条第１項第７号に掲げる業務（これに附帯す

る業務を含む。以下「災害共済給付業務」という。）に係る財産にあっては、文部

科学大臣及び内閣総理大臣）が定める財産とする。

〔 〕参　独立行政法人通則法⇒Ｐ．４０１

（監査報告の作成）

第１条の２　センターに係る通則法第１９条第４項の規定により主務省令で定める事

項については、この条の定めるところによる。

２　監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情

報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員

（監事を除く。第１号並びに第５項第３号及び第４号において同じ。）は、監事の

職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

一　センターの役員及び職員

二　前号に掲げる者のほか、監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図る

べき者

３　前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなく

なるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

４　監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、センターの他の監事との意思疎

通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

５　監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一　監事の監査の方法及びその内容
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二　センターの業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目

標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意

見

三　センターの役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制そ

の他センターの業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見

四　センターの役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な

事実があったときは、その事実

五　監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由

六　監査報告を作成した日

（監事の調査の対象となる書類）

第１条の３　センターに係る通則法第１９条第６項第２号に規定する主務省令で定め

る書類は、法及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律（平成１０年法律第６３

号）並びにこれらに基づく命令の規定に基づき文部科学大臣又は内閣総理大臣に提

出する書類とする。

（業務方法書に記載すべき事項）

第１条の４　センターに係る通則法第２８条第２項の主務省令で定める業務方法書に

記載すべき事項は、次のとおりとする。

一　法第１５条第１項第１号に規定する施設の設置及び運営並びにスポーツの振興

のため必要な業務に関する事項

二　法第１５条第１項第２号から第４号までに規定する援助に関する事項

三　法第１５条第１項第５号に規定するスポーツ振興投票の実施等に関する法律に

規定する業務に関する事項

四　法第１５条第１項第６号に規定するスポーツに関する活動が公正かつ適切に実

施されるようにするため必要な業務に関する事項

五　法第１５条第１項第７号に規定する災害共済給付に関する事項

六　法第１５条第１項第８号に規定する調査研究並びに資料の収集及び提供に関す

る事項

七　法第１５条第１項第９号に規定する講演会の開催、出版物の刊行その他普及の

事業に関する事項

八　法第１５条第１項第１０号に規定する附帯業務に関する事項

九　法第１５条第２項に規定する施設の供用に関する事項

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法第１５条⇒Ｐ．５

十　業務委託の基準

十一　競争入札その他契約に関する基本的事項

十二　その他センターの業務の執行に関して必要な事項

（中期計画の作成・変更に係る事項）

第２条　センターは、通則法第３０条第１項前段の規定により中期計画の認可を受け

ようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度

開始３０日前までに（センターの最初の事業年度の属する中期計画については、セ

ンターの成立後遅滞なく）、文部科学大臣及び内閣総理大臣に提出しなければなら

ない。

２　センターは、通則法第３０条第１項後段の規定により中期計画の変更の認可を受
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けようとする場合において、当該変更しようとする事項が次の各号に掲げるもので

あるときは、当該変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書をそれぞれ

当該各号に定める大臣（第４条第２項において「主務大臣」という。）に提出しな

ければならない。

一　次号及び第３号に掲げるもの以外のもの　文部科学大臣

二　災害共済給付業務に係る財務及び会計に関する事項　文部科学大臣及び内閣総

理大臣

三　災害共済給付業務に関する事項　内閣総理大臣

（中期計画記載事項）

第３条　センターに係る通則法第３０条第２項第８号に規定する主務省令で定める業

務運営に関する事項は、次のとおりとする。

一　施設及び設備に関する計画

二　人事に関する計画

三　中期目標の期間を超える債務負担

四　積立金の使途

（年度計画の作成・変更に係る事項）

第４条　センターに係る通則法第３１条第１項の年度計画には、中期計画に定めた事

項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

２　センターは、通則法第３１条第１項後段の規定により年度計画の変更をしたとき

は、変更した事項及びその理由を記載した届出書を主務大臣に提出しなければなら

ない。

（業務実績等報告書）

第５条　センターに係る通則法第３２条第２項に規定する報告書には、当該報告書が

次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事

項を記載しなければならない。その際、センターは、当該報告書が同条第一項の評

価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、セ

ンターの事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載す

るものとする。

事業年度における業務の

実績及び当該実績につい

て自ら評価を行った結果

を明らかにした報告書

１　当該事業年度における業務の実績。なお、当該

業務の実績が通則法第２９条第２項第２号に掲げ

る事項に係るものである場合には次のイからニま

で、同項第３号から第５号までに掲げる事項に係

るものである場合には次のイからハまでに掲げる

事項を明らかにしたものでなければならない。

イ　中期計画及び年度計画の実施状況

ロ　当該事業年度における業務運営の状況

ハ　当該業務の実績に係る指標がある場合には、

当該指標及び当該事業年度の属する中期目標の

期間における当該事業年度以前の毎年度の当該

指標の数値

ニ　当該事業年度の属する中期目標の期間におけ
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る当該事業年度以前の毎年度の当該業務の実績

に係る財務情報及び人員に関する情報

２　当該業務の実績が通則法第２９条第２項第２号

から第５号までに掲げる事項に係るものである場

合には、前号に掲げる業務の実績についてセン

ターが評価を行った結果。なお、当該評価を行っ

た結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明ら

かにしたものでなければならない。

イ　中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評

定を付した理由

ロ　業務運営上の課題が検出された場合には、当

該課題及び当該課題に対する改善方策

ハ　過去の報告書に記載された改善方策のうちそ

の実施が完了した旨の記載がないものがある場

合には、その実施状況

中期目標の期間の終了時

に見込まれる中期目標の

期間における業務の実績

及び当該実績について自

ら評価を行った結果を明

らかにする報告書

１　中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標

の期間における業務の実績。なお、当該業務の実

績が通則法第２９条第２項第２号に掲げる事項に

係るものである場合には次のイからニまで、同項

第３号から第５号までに掲げる事項に係るもので

ある場合には次のイからハまでに掲げる事項を明

らかにしたものでなければならない。

イ　中期目標及び中期計画の実施状況

ロ　当該期間における業務運営の状況

ハ　当該業務の実績に係る指標がある場合には、

当該指標及び当該期間における毎年度の当該指

標の数値

ニ　当該期間における毎年度の当該業務の実績に

係る財務情報及び人員に関する情報

２　当該業務の実績が通則法第２９条第２項第２号

から第５号までに掲げる事項に係るものである場

合には、前号に掲げる業務の実績についてセン

ターが評価を行った結果。なお、当該評価を行っ

た結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明ら

かにしたものでなければならない。

イ　中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評

定を付した理由

ロ　業務運営上の課題が検出された場合には、当

該課題及び当該課題に対する改善方策

ハ　過去の報告書に記載された改善方策のうちそ

の実施が完了した旨の記載がないものがある場

合には、その実施状況
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中期目標の期間における

業務の実績及び当該実績

について自ら評価を行っ

た結果を明らかにする報

告書

１　中期目標の期間における業務の実績。なお、当

該業務の実績が通則法第２９条第２項第２号に掲

げる事項に係るものである場合には次のイからニ

まで、同項第３号から第５号までに掲げる事項に

係るものである場合には次のイからハまでに掲げ

る事項を明らかにしたものでなければならない。

イ　中期目標及び中期計画の実施状況

ロ　当該期間における業務運営の状況

ハ　当該業務の実績に係る指標がある場合には、

当該指標及び当該期間における毎年度の当該指

標の数値

ニ　当該期間における毎年度の当該業務の実績に

係る財務情報及び人員に関する情報

２　当該業務の実績が通則法第２９条第２項第２号

から第５号までに掲げる事項に係るものである場

合には、前号に掲げる業務の実績についてセン

ターが評価を行った結果。なお、当該評価を行っ

た結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明ら

かにしたものでなければならない。

イ　中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評

定を付した理由

ロ　業務運営上の課題が検出された場合には、当

該課題及び当該課題に対する改善方策

ハ　過去の報告書に記載された改善方策のうちそ

の実施が完了した旨の記載がないものがある場

合には、その実施状況

２　センターは、前項に規定する報告書を文部科学大臣及び内閣総理大臣に提出した

ときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により

公表するものとする。

第６条及び第７条　削除〔平成２７年３月文科令１２号〕

（会計の原則）

第８条　センターの会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定

めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うもの

とする。

２　金融庁組織令（平成１０年政令第３９２号）第２４条第１項に規定する企業会計

審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認め

られる企業会計の基準に該当するものとする。

３　平成１１年４月２７日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政

法人の会計に関する研究の成果として公表された基準（第１１条の２第３項第２号

イ及びロにおいて「独立行政法人会計基準」という。）は、この省令に準ずるもの

として、第１項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して
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適用されるものとする。

（会計処理）

第９条　文部科学大臣（災害共済給付業務に係る償却資産にあっては、文部科学大臣

及び内閣総理大臣）は、センターが業務のため取得しようとしている償却資産につ

いてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その

取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。

２　前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の

減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

（対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等）

第９条の２　文部科学大臣（災害共済給付業務に係る除去費用等にあっては、文部科

学大臣及び内閣総理大臣）は、センターが業務のため保有し又は取得しようとして

いる有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用等についてその除去費用

等に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、当該除去費用等

を指定することができる。

２　前項の「除去費用等」とは、除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産

除去債務の調整額をいう。

（譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引）

第９条の３　文部科学大臣（災害共済給付業務に係る譲渡取引にあっては、文部科学

大臣及び内閣総理大臣）は、センターが通則法第４６条の２第２項の規定に基づい

て行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない

ことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

（財務諸表）

第１０条　センターに係る通則法第３８条第１項に規定する主務省令で定める書類は、

行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。

（事業報告書の作成）

第１０条の２　センターに係る通則法第３８条第２項の規定により主務省令で定める

事項については、この条の定めるところによる。

２　事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一　センターの目的及び業務内容

二　国の政策におけるセンターの位置付け及び役割

三　中期目標の概要

四　理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略

五　中期計画及び年度計画の概要

六　持続的に適正なサービスを提供するための源泉

七　業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策

八　業績の適正な評価に資する情報

九　業務の成果及び当該業務に要した資源

十　予算及び決算の概要

十一　財務諸表の要約

十二　財政状態及び運営状況の理事長による説明

十三　内部統制の運用状況

十四　センターに関する基礎的な情報
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（財務諸表の閲覧期間）

第１１条　センターに係る通則法第３８条第３項に規定する主務省令で定める期間は、

５年とする。

（会計監査報告の作成）

第１１条の２　通則法第３９条第１項の規定により主務省令で定める事項については、

この条の定めるところによる。

２　会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図

り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査

人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関

係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

一　センターの役員（監事を除く。）及び職員

二　前号に掲げる者のほか、会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通

を図るべき者

３　会計監査人は、通則法第３８条第１項に規定する財務諸表並びに同条第２項に規

定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする

会計監査報告を作成しなければならない。

一　会計監査人の監査の方法及びその内容

二　財務諸表（利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次

項において同じ。）がセンターの財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状

況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があ

るときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定

める事項

イ　無限定適正意見　監査の対象となった財務諸表が独立行政法人会計基準その

他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、センターの財政状態、

運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示

していると認められる旨

ロ　除外事項を付した限定付適正意見　監査の対象となった財務諸表が除外事項

を除き独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行

に準拠して、センターの財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を

全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項

ハ　不適正意見　監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由

三　前号の意見がないときは、その旨及びその理由

四　第２号の意見があるときは、事業報告書（会計に関する部分を除く。）の内容

と通則法第３９条第１項に規定する財務諸表、事業報告書（会計に関する部分に

限る。）及び決算報告書の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の

重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときは

その内容

五　追記情報

六　前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報

告書（会計に関する部分に限る。）及び決算報告書に関して必要な報告

七　会計監査報告を作成した日

４　前項第５号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、
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会計監査人の判断に関して説明を付する必要がある事項又は財務諸表の内容のうち

強調する必要がある事項とする。

一　会計方針の変更

二　重要な偶発事象

三　重要な後発事象

（短期借入金の認可の申請）

第１２条　センターは、通則法第４５条第１項ただし書の規定により短期借入金の借

入れの認可を受けようとするとき、又は同条第２項ただし書の規定により短期借入

金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文

部科学大臣（災害共済給付業務に係る認可にあっては、文部科学大臣及び内閣総理

大臣）に提出しなければならない。

一　借入れ又は借換えを必要とする理由

二　借入れ又は借換えの額

三　借入先又は借換先

四　借入れ又は借換えの利率

五　償還の方法及び期限

六　利息の支払の方法及び期限

七　その他必要な事項

（長期借入金の認可の申請）

第１３条　センターは、法第２５条の規定により長期借入金の借入れの認可を受けよ

うとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなけれ

ばならない。

一　借入れを必要とする理由

二　借入れの額

三　借入先

四　借入れの利率

五　償還の方法及び期限

六　利息の支払の方法及び期限

七　その他必要な事項

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法第２５条⇒Ｐ．９

（償還計画の認可の申請）

第１４条　センターは、法第２６条の規定により償還計画の認可を受けようとすると

きは、通則法第３１条第１項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次

に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。ただし、

償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。

一　長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先

二　長期借入金の償還の方法及び期限

三　その他必要な事項

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法第２６条⇒Ｐ．９

（通則法第４８条に規定する主務省令で定める重要な財産）

第１５条　センターに係る通則法第４８条に規定する主務省令で定める重要な財産は、

土地及び建物並びに文部科学大臣（災害共済給付業務に係る財産にあっては、文部
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科学大臣及び内閣総理大臣）が指定するその他の財産とする。

（通則法第４８条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請）

第１６条　センターは、通則法第４８条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保

に供すること（以下この条において「処分等」という。）について認可を受けよう

とするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣（災害共済給付業

務に係る財産にあっては、文部科学大臣及び内閣総理大臣）に提出しなければなら

ない。

一　処分等に係る財産の内容及び評価額

二　処分等の条件

三　処分等の方法

四　センターの業務運営上支障がない旨及びその理由

（資金の繰入れ等）

第１７条　センターは、次の表の上欄に掲げる勘定から下欄に掲げる勘定へ資金を繰

り入れる場合を除き、法第２３条及び第２４条第１項に規定するそれぞれの勘定か

らその他の勘定への資金の繰入れをしてはならない。

法第２３条に規定する投票勘定（以下

「投票勘定」という。）

法第２４条第１項に規定する一般勘定

（以下「一般勘定」という。）

法第２３条に規定する災害共済給付勘

定（以下「災害共済給付勘定」とい

う。）

一般勘定

法第２３条に規定する免責特約勘定

（以下「免責特約勘定」という。）

災害共済給付勘定又は一般勘定

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法第２３条、第２４条⇒Ｐ．８、９

２　免責特約勘定から災害共済給付勘定への資金の繰入れは、災害共済給付契約に免

責の特約を付した学校（法第３条に規定する学校をいう。以下同じ。）の設置者が

法第３１条第１項の規定により損害賠償の責めを免れることとなる場合に限り、当

該損害賠償の責めを免れる額について行うものとする。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法第３条、第３１条⇒Ｐ．３、１１

３　センターは、法第２３条の規定により区分して経理する場合において、経理すべ

き事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であ

るため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項に

ついては、文部科学大臣（災害共済給付業務に係る事項にあっては、文部科学大臣

及び内閣総理大臣）の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括し

て経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理する

ことができる。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法第２３条⇒Ｐ．８

（経理方法）

第１８条　投票勘定は、その内訳として、センターの行うスポーツ振興投票の実施等

に関する法律第２１条第１項第２号から第９号までに規定する事業に係る経理とそ

の他の業務に係る経理の各経理単位に区分するものとする。
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基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法第２１条⇒Ｐ．８

２　一般勘定は、その内訳として、法第１５条第１項第２号から第４号までに規定す

る業務及びこれらに附帯する業務に係る経理とその他の業務に係る経理の各経理単

位に区分するものとする。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法第１５条⇒Ｐ．５

（通則法第５０条の６第１号に規定する主務省令で定める内部組織）

第１８条の２　センターに係る通則法第５０条の６第１号に規定する離職前５年間に

在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現

に存する理事長の直近下位の内部組織として文部科学大臣が定めるもの（次項にお

いて「現内部組織」という。）であって再就職者（離職後２年を経過した者を除く。

次項において同じ。）が離職前５年間に在職していたものとする。

２　直近７年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織（独立行政法人

通則法の一部を改正する法律（平成２６年法律第６６号）の施行の日以後のものに

限る。）として文部科学大臣が定めるものであって再就職者が離職前５年間に在職

していたものが行っていた業務を現内部組織（当該内部組織が現内部組織である場

合にあっては他の現内部組織）が行っている場合における前項の規定の適用につい

ては、当該再就職者が離職前５年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。

（通則法第５０条の６第２号に規定する主務省令で定める管理又は監督の地位）

第１８条の３　センターに係る通則法第５０条の６第２号に規定する管理又は監督の

地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令（平成２０年政

令第３８９号）第２７条第６号に規定する職員が就いている官職に相当するものと

して文部科学大臣が定めるものとする。

（令第３条第１項第１号イの内閣府令で定める額）

第１９条　独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令（以下「令」という。）

第３条第１項第１号イの内閣府令で定める額は、次項から第１０項までに規定する

場合を除き、８万１００円と、その単位療養につき健康保険法施行令（大正１５年

勅令第２４３号）第４２条第１項第１号の厚生労働省令で定めるところにより算定

した療養に要した費用の額（その額が２６万７０００円に満たないときは、２６万

７０００円）から２６万７０００円を控除した額に１００分の１を乗じて得た額

（この額に１円未満の端数がある場合において、その端数金額が５０銭未満である

ときは、これを切り捨て、その端数金額が５０銭以上であるときは、これを１円に

切り上げた額）との合算額とする。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第３条⇒Ｐ．２４

２　児童、生徒、学生又は幼児（以下「児童生徒等」という。）の学校の管理下にお

ける負傷又は疾病につき、健康保険法施行令第４２条第１項第１号ただし書（同令

第４４条において準用する場合を含む。）、船員保険法施行令（昭和２８年政令第

２４０号）第９条第１項第１号ただし書、国民健康保険法施行令（昭和３３年政令

第３６２号）第２９条の３第１項第１号ただし書、国家公務員共済組合法施行令

（昭和３３年政令第２０７号）第１１条の３の５第１項第１号ただし書（私立学校

教職員共済法施行令（昭和２８年政令第４２５号）第６条において準用する場合を

含む。）又は地方公務員等共済組合法施行令（昭和３７年政令第３５２号）第２３

条の３の４第１項第１号ただし書の規定が適用される場合における令第３条第１項
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第１号イの内閣府令で定める額は、４万４４００円とする。

３　児童生徒等の学校の管理下における負傷又は疾病につき、健康保険法施行令第

４２条第１項第２号本文、船員保険法施行令第９条第１項第２号本文、国民健康保

険法施行令第２９条の３第１項第２号本文、国家公務員共済組合法施行令第１１条

の３の５第１項第２号本文（私立学校教職員共済法施行令第６条において準用する

場合を含む。）又は地方公務員等共済組合法施行令第２３条の３の４第１項第２号

本文の規定が適用される場合における令第３条第１項第１号イの内閣府令で定める

額は、２５万２６００円と、その単位療養につき健康保険法施行令第４２条第１項

第２号の厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額（その

額が８４万２０００円に満たないときは、８４万２０００円）から８４万２０００

円を控除した額に１００分の１を乗じて得た額（この額に１円未満の端数がある場

合において、その端数金額が５０銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数

金額が５０銭以上であるときは、これを１円に切り上げた額）との合算額とする。

４　児童生徒等の学校の管理下における負傷又は疾病につき、健康保険法施行令第

４２条第１項第２号ただし書、船員保険法施行令第９条第１項第２号ただし書、国

民健康保険法施行令第２９条の３第１項第２号ただし書、国家公務員共済組合法施

行令第１１条の３の５第１項第２号ただし書（私立学校教職員共済法施行令第６条

において準用する場合を含む。）又は地方公務員等共済組合法施行令第２３条の３

の４第１項第２号ただし書の規定が適用される場合における令第３条第１項第１号

イの内閣府令で定める額は、１４万１００円とする。

５　児童生徒等の学校の管理下における負傷又は疾病につき、健康保険法施行令第

４２条第１項第３号本文、船員保険法施行令第９条第１項第３号本文、国民健康保

険法施行令第２９条の３第１項第３号本文、国家公務員共済組合法施行令第１１条

の３の５第１項第３号本文（私立学校教職員共済法施行令第６条において準用する

場合を含む。）又は地方公務員等共済組合法施行令第２３条の３の４第１項第３号

本文の規定が適用される場合における令第３条第１項第１号イの内閣府令で定める

額は、１６万７４００円と、その単位療養につき健康保険法施行令第４２条第１項

第３号の厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額（その

額が５５万８０００円に満たないときは、５５万８０００円）から５５万８０００

円を控除した額に１００分の１を乗じて得た額（この額に１円未満の端数がある場

合において、その端数金額が５０銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数

金額が５０銭以上であるときは、これを１円に切り上げた額）との合算額とする。

６　児童生徒等の学校の管理下における負傷又は疾病につき、健康保険法施行令第

４２条第１項第３号ただし書、船員保険法施行令第９条第１項第３号ただし書、国

民健康保険法施行令第２９条の３第１項第３号ただし書、国家公務員共済組合法施

行令第１１条の３の５第１項第３号ただし書（私立学校教職員共済法施行令第６条

において準用する場合を含む。）又は地方公務員等共済組合法施行令第２３条の３

の４第１項第３号ただし書の規定が適用される場合における令第３条第１項第１号

イの内閣府令で定める額は、９万３０００円とする。

７　児童生徒等の学校の管理下における負傷又は疾病につき、健康保険法施行令第

４２条第１項第４号本文、船員保険法施行令第９条第１項第４号本文、国民健康保

険法施行令第２９条の３第１項第４号本文、国家公務員共済組合法施行令第１１条

独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令

― 49 ―

Ⅰ
　

基
本
法
令



の３の５第１項第４号本文（私立学校教職員共済法施行令第６条において準用する

場合を含む。）又は地方公務員等共済組合法施行令第２３条の３の４第１項第４号

本文の規定が適用される場合における令第３条第１項第１号イの内閣府令で定める

額は、５万７６００円とする。

８　児童生徒等の学校の管理下における負傷又は疾病につき、健康保険法施行令第

４２条第１項第４号ただし書、船員保険法施行令第９条第１項第４号ただし書、国

民健康保険法施行令第２９条の３第１項第４号ただし書、国家公務員共済組合法施

行令第１１条の３の５第１項第４号ただし書（私立学校教職員共済法施行令第６条

において準用する場合を含む。）又は地方公務員等共済組合法施行令第２３条の３

の４第１項第４号ただし書の規定が適用される場合における令第３条第１項第１号

イの内閣府令で定める額は、４万４４００円とする。

９　児童生徒等の学校の管理下における負傷又は疾病につき、健康保険法施行令第

４２条第１項第５号本文（同令第４４条において準用する場合を含む。）、船員保険

法施行令第９条第１項第５号本文、国民健康保険法施行令第２９条の３第１項第５

号本文、国家公務員共済組合法施行令第１１条の３の５第１項第５号本文（私立学

校教職員共済法施行令第６条において準用する場合を含む。）又は地方公務員等共

済組合法施行令第２３条の３の４第１項第５号本文の規定が適用される場合におけ

る令第３条第１項第１号イの内閣府令で定める額は、３万５４００円とする。

１０　児童生徒等の学校の管理下における負傷又は疾病につき、健康保険法施行令第

４２条第１項第５号ただし書（同令第４４条において準用する場合を含む。）、船員

保険法施行令第９条第１項第５号ただし書、国民健康保険法施行令第２９条の３第

１項第５号ただし書、国家公務員共済組合法施行令第１１条の３の５第１項第５号

ただし書（私立学校教職員共済法施行令第６条において準用する場合を含む。）又

は地方公務員等共済組合法施行令第２３条の３の４第１項第５号ただし書の規定が

適用される場合における令第３条第１項第１号イの内閣府令で定める額は、２万

４６００円とする。

１１　前各項の規定にかかわらず、同一の月に健康保険法（大正１１年法律第７０

号）、船員保険法（昭和１４年法律第７３号）、国家公務員共済組合法（昭和３３年

法律第１２８号）、地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）若しく

は私立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２４５号）における同一の被保険者、

組合員若しくは加入者の被扶養者である児童生徒等又は国民健康保険法（昭和３３

年法律第１９２号）における同一の世帯に属する被保険者である児童生徒等の学校

の管理下における負傷又は疾病につき、単位療養算定額（令第３条第１項第１号イ

に規定する単位療養額に１０分の３を乗じて得た額をいう。以下この項において同

じ。）が２万１０００円以上のものが２以上ある場合には、当該負傷又は疾病の発

生の期日の早いものから順次その順位を付し、第一順位から当該順位までの単位療

養算定額を合算して得た額（以下この項において「単位療養算定合算額」とい

う。）が、当該各項に定める額（第１項、第３項及び第５項にあっては、これらの

項中「その単位療養」とあるのは「第１１項に規定する単位療養算定額が２万

１０００円以上である２以上の単位療養」と、「算定した」とあるのは「それぞれ

算定した」と、「費用の額」とあるのは「費用の額の合算額」と読み替えて、これ

らの項の規定に準じて算定した額）を超えるときは、当該順位の単位療養算定額に
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係る内閣府令で定める額は、単位療養算定合算額と当該各項に定める額との差額に

相当する額を、当該順位の単位療養算定額から控除して得た額（その額が零を下回

る場合にあっては零）とする。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第３条⇒Ｐ．２４

（令第３条第１項第１号ロの内閣府令で定める額）

第２０条　令第３条第１項第１号ロの内閣府令で定める額は、同号イに規定する単位

療養額を合算した額に１０分の１を乗じて得た額とする。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第３条⇒Ｐ．２４

（障害見舞金の額）

第２１条　令第３条第１項第２号の内閣府令で定める額は、別表上欄に定める障害の

程度に応じた等級に対応する同表中欄に定める額（令第５条第２項第４号に掲げる

場合及び第２６条第２号に掲げる場合に係る障害にあっては、その額に２分の１を

乗じて得た額）とする。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第３条、第５条⇒Ｐ．２４、

２７

２　別表下欄に定める程度の障害が２以上ある場合の障害の等級は、重い障害に応ず

る等級による。

３　次に掲げる場合の障害の等級は、次の各号のうち最も有利なものによる。

一　第１３級以上に該当する障害が２以上ある場合には、前項の規定による等級の

１級上位の等級

二　第８級以上に該当する障害が２以上ある場合には、前項の規定による等級の２

級上位の等級

三　第５級以上に該当する障害が２以上ある場合には、前項の規定による等級の３

級上位の等級

４　前項の場合の障害見舞金の額は、それぞれの障害に応ずる等級による障害見舞金

の額を合算した額を超えてはならない。

５　既に障害のある児童生徒等が令第５条第１項第１号の負傷又は同項第２号の疾病

によって、同一部位についての障害の程度を加重した場合の障害見舞金の額は、加

重後の障害の等級に応ずる障害見舞金の額から加重前の障害の等級に応ずる障害見

舞金の額を差し引いた額とする。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第５条⇒Ｐ．２７

（令第５条第１項第２号の内閣府令で定める疾病）

第２２条　令第５条第１項第２号の児童生徒等の疾病でその原因である事由が学校の

管理下において生じたもののうち内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一　家庭科若しくは技術・家庭科の調理実習における試食又は修学旅行若しくは遠

足における給食に起因する中毒及び理科等の実験又は実習におけるガス等による

中毒

二　熱中症

三　溺
でき

水及びこれに起因する嚥
えん

下性肺炎

四　異物の嚥
えん

下又は迷入及びこれらに起因する疾病

五　漆等による皮膚炎

六　前各号に掲げる疾病に準ずるものと認められる疾病のうち特にセンターが認め
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たもの

七　外部衝撃、急激な運動若しくは相当の運動量を伴う運動又は心身に対する負担

の累積に起因することが明らかであると認められる疾病のうち特にセンターが認

めたもの

八　令第５条第１項第１号本文に掲げる負傷に起因することが明らかであると認め

られる疾病のうち特にセンターが認めたもの

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第５条⇒Ｐ．２７

（障害の程度）

第２３条　令第５条第１項第３号の負傷又は疾病が治った場合において存する障害の

うち内閣府令で定める程度のものは、別表下欄に定める程度のものとする。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第５条⇒Ｐ．２７

（令第５条第１項第４号の内閣府令で定める死亡）

第２４条　令第５条第１項第４号の児童生徒等の死亡でその原因である事由が学校の

管理下において生じたもののうち内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一　学校給食に起因することが明らかであると認められる死亡

二　第２２条に掲げる疾病に直接起因する死亡

三　前２号に掲げるもののほか、学校の管理下において発生した事件に起因する死

亡

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第５条⇒Ｐ．２７

（令第５条第１項第５号の内閣府令で定める死亡）

第２５条　令第５条第１項第５号の内閣府令で定める死亡は、次に掲げるものとする。

一　突然死であってその顕著な徴候が学校の管理下において発生したもの

二　前号に掲げる突然死に準ずるものとして、特にセンターが認めたもの

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第５条⇒Ｐ．２７

（令第５条第２項第５号の内閣府令で定める場合）

第２６条　令第５条第２項第５号の内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一　学校の寄宿舎に居住する児童生徒等が、当該寄宿舎にあるとき。

二　児童生徒等が、学校以外の場所であって令第５条第２項第１号の授業若しくは

同項第２号の課外指導が行われる場所（当該場所以外の場所において集合し、又

は解散するときは、その場所を含む。）又は前号に規定する寄宿舎と住居との間

を、合理的な経路及び方法により往復するとき。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第５条⇒Ｐ．２７

三　令第３条第７項に規定する高等学校の定時制の課程又は通信制の課程に在学す

る生徒が、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第５５条（同法第７０条第１

項において準用する場合を含む。）の規定により技能教育のための施設で当該施

設の所在地の都道府県の教育委員会の指定するものにおいて当該高等学校におけ

る教科の一部の履修とみなされる教育を受けているとき。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第３条⇒Ｐ．２４

〔 〕参　学校教育法第５５条⇒Ｐ．４０６

（災害共済給付契約の契約締結期限）

第２７条　令第６条第２号の内閣府令で定める契約締結期限は、各年度について、当

該年度の５月３１日とする。
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基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第６条⇒Ｐ．２７

（児童生徒等の転学等の場合における特例）

第２８条　災害共済給付契約に係る児童生徒等の転学、進学、卒業又は退学（以下こ

の条において「転学等」という。）の場合における転学等の前に給付事由が発生し

た災害共済給付に係る令第４条第１項の給付金の支払の請求は、当該児童生徒等の

転学等の前の学校の設置者が行うものとする。ただし、転学等の後の学校の設置者

が当該学校の児童生徒等についてセンターと災害共済給付契約を締結しているとき

は、転学等の後の学校の設置者が行うものとする。

２　災害共済給付契約に係る児童生徒等の転学等の場合における転学等の前に給付事

由が発生した災害共済給付に係る令第４条第２項の給付金の支払の請求は、転学等

の前の学校の設置者を経由して行うものとする。ただし、転学等の後の学校の設置

者が当該学校の児童生徒等についてセンターと災害共済給付契約を締結していると

きは、転学等の後の学校の設置者を経由して行うものとする。

３　令第４条第５項の規定による給付金の支払は、第１項本文又は第２項本文の規定

による請求があった場合にあっては、転学等の前の学校に係る令第４条第５項に定

める者を通じて行うものとし、第１項ただし書又は第２項ただし書の規定による請

求があった場合にあっては、転学等の後の学校に係る令第４条第５項に定める者を

通じて行うものとする。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第４条⇒Ｐ．２６

４　センターに対し既に共済掛金を支払った学校の設置者の設置する学校に児童生徒

等が転学してきた場合における当該児童生徒等に係る当該年度の共済掛金の支払は、

翌年度において行うものとする。ただし、当該児童生徒等について、既に当該年度

の共済掛金の支払が行われているときは、これを行わないものとする。

（スポーツ振興投票券の発売等の運営費の制限）

第２９条　法第１９条の１００分の１５を超えない範囲内において文部科学省令で定

める金額は、毎事業年度の発売金額の総額（以下「発売総額」という。）をそれぞ

れ次の表の上欄に掲げる金額に区分して、それぞれの金額に同表の下欄に掲げる率

を乗じて得た金額を合計した金額（第４項において「通常限度額」という。）とす

る。

２０００億円以下の金額 １００分の１５

２０００億円を超える金額 １００分の１０

２　法第１９条の別に文部科学省令で定める金額は、発売総額が２０００億円に達し

ない事業年度にあっては、発売総額に１からスポーツ振興投票の実施等に関する法

律第１３条に規定する政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た金額と発売総

額の１００分の１０に相当する金額に１００億円を加えた金額のいずれか少ない金

額（以下「特例限度額」という。）とする。

３　前項の規定にかかわらず、投票勘定において、通則法第４４条第２項の規定によ

る繰越欠損金がある事業年度の翌事業年度において、発売総額が１２００億円に達

しない場合にあっては、法第１９条の別に文部科学省令で定める金額は、前項に規

定する特例限度額に当該繰越欠損金の額を加えた金額とする。

４　スポーツ振興投票の実施等に関する法律第１３条第１項の規定に基づき券面金額
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が払戻金として交付されることにより、同条の払戻金の総額がスポーツ振興投票の

実施等に関する法律施行規則（平成１０年文部省令第３９号）第６条各号に掲げる

スポーツ振興投票の区分に応じ、当該各号に定める金額の総額を超えるスポーツ振

興投票があるときは、その超える金額の当該事業年度の総額は、法第１９条の運営

費として、その総額に達するまで、当該事業年度以降のできるだけ早い事業年度の

通常限度額又は特例限度額に加算することができる。ただし、加算後の通常限度額

は、発売総額の１００分の１５に相当する金額を超えてはならない。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法第１９条⇒Ｐ．７

（積立金の処分に係る申請書の添付書類）

第３０条　センターに係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に

関する政令第２１条第２項に規定する文部科学省令で定める書類は、同条第１項に

規定する中期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該年度

の損益計算書とする。

附　則

（施行期日）

第１条　この省令は、公布の日から施行する。

（東日本大震災に起因するやむを得ない理由がある場合における災害共済給付契約

の契約締結期限の延長）

第１条の２　令附則第１条の２の規定により支払期限が延長された学校の設置者に係

る第２７条に規定する契約締結期限は、同条の規定にかかわらず、令附則第１条の

２の規定により延長された支払期限とする。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令附則第１条の２⇒Ｐ．３１

（平成２８年熊本地震による災害に起因するやむを得ない理由がある場合における

災害共済給付契約の契約締結期限の延長）

第１条の３　令附則第１条の３の規定により支払期限が延長された学校の設置者に係

る第２７条に規定する契約締結期限は、同条の規定にかかわらず、令附則第１条の

３の規定により延長された支払期限とする。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令附則第１条の３⇒Ｐ．３１

（新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延に起因するやむを得ない理由がある

場合における災害共済給付契約の契約締結期限の延長）

第１条の４　令附則第１条の４の規定により支払期限が延長された学校の設置者に係

る第２７条に規定する契約締結期限は、同条の規定にかかわらず、令附則第１条の

４の規定により延長された支払期限とする。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令附則第１条の４⇒Ｐ．３１

（成立の際の会計処理の特例）

第２条　センターの成立の際法附則第４条第６項の規定によりセンターに出資された

ものとされる財産のうち償却資産については、第９条第１項の指定があったものと

みなす。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法附則第４条⇒Ｐ．１２

（第１期債務の償還）

第３条　センターは、最初にスポーツ振興投票券を発売した日から５年を経過した日

の属する事業年度末日においてセンターが負担している債務であって投票勘定に属
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するもの（次条において「第１期債務」という。）の償還に充てるために法第２５

条の規定による長期借入金をする場合には、当該長期借入金が償還されるまでの間、

一般勘定に属する財産を担保に供することができる。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法第２５条⇒Ｐ．９

２　第１７条の規定にかかわらず、前項の長期借入金をする事業年度においては、法

第２７条に規定するスポーツ振興基金に属する資産のうち３５億円を限度として一

般勘定から投票勘定へ資金を融通することができる。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法第２７条⇒Ｐ．９

３　前項の資金の融通は、一般勘定から投票勘定への貸付けとして整理するものとす

る。

第４条　第２９条第２項の規定にかかわらず、発売総額が１２００億円に達せず、か

つ、第１期債務の償還を行う事業年度にあっては、法第１９条の別に文部科学省令

で定める金額は、当該事業年度の発売総額に１からスポーツ振興投票の実施等に関

する法律第１３条に規定する政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た金額と

する。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法第１９条⇒Ｐ．７

（スポーツ振興投票券の発売等の運営費の制限の特例）

第５条　センターの令和３事業年度から令和５事業年度までの各事業年度における第

２９条第２項の規定の適用については、同項中「１００分の１０」とあるのは

「１００分の１２」と、「１００億円」とあるのは「１５５億円」とする。

２ 第２９条第２項（前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項

において同じ。）の規定にかかわらず、発売総額が１２００億円に達せず、かつ、

センターの法第２５条の規定に基づく長期借入金のうち令和２事業年度の長期借入

金の償還を行う事業年度における法第１９条の別に文部科学省令で定める金額は、

第２９条第２項の規定により算出される特例限度額に令和２事業年度における長期

借入金の借入れに係る債務の償還額及び利息の支払額を加えた金額とする。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法第１９条、第２５条⇒Ｐ．７、９

（業務の特例等）

第６条　センターは、法附則第６条第４項の規定によりなおその効力を有するものと

される法附則第９条の規定による廃止前の日本体育・学校健康センター法（昭和

６０年法律第９２号）第２３条第１項の規定により、学校給食用物資の売渡価格に

ついて文部科学大臣の認可を受けようとするときは、認可申請書に売渡価格算定の

基礎となる資料を添付するものとする。

２　センターは、法附則第６条第８項に規定する場合を除き、法附則第６条第２項に

規定する勘定からその他の勘定への資金の繰入れをしてはならない。

３　第１７条第３項の規定は、法附則第６条第２項の規定により区分して経理する場

合について準用する。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法附則第６条⇒Ｐ．１４

（法附則第８条第１項各号に掲げる施設の災害共済給付）

第７条　法附則第８条第１項各号に掲げる施設の災害共済給付については、第１７条

第２項、第１９条から第２５条まで、第２７条、第２８条及び附則第１条の２から

第１条の４までの規定を準用する。この場合において、第２７条中「第６条第２
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号」とあるのは「附則第５条第３項において準用する令第６条第２号」と、「５月

３１日」とあるのは「５月３１日（同月２日から当該年度の末日までの間に経営を

開始する法附則第８条第１項各号に掲げる施設（当該施設の設置者が当該施設の管

理下における児童について新たに災害共済給付契約を締結するものに限る。）に

あっては、その経営を開始した日の属する月の翌月の末日）」と読み替えるものと

する。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法附則第８条⇒Ｐ．１６

（資金の繰入れ等）

第８条　センターは、次の表の上欄に掲げる勘定から下欄に掲げる勘定へ資金を繰り

入れる場合を除き、法第２３条及び第２４条第１項に規定するそれぞれの勘定から

法附則第８条の５第１項に規定する特定業務勘定（以下「特定業務勘定」とい

う。）への資金の繰入れ、又は特定業務勘定から法第２３条及び第２４条第１項に

規定するそれぞれの勘定への資金の繰入れをしてはならない。

一般勘定 特定業務勘定

投票勘定 特定業務勘定

２　第１７条第３項の規定は、法附則第８条の５第１項の規定により区分して経理す

る場合について準用する。

（長期借入金の認可の申請）

第９条　第１３条の規定は、法附則第８条の７第１項の規定による長期借入金の借入

れの認可について準用する。

（償還計画の認可の申請）

第１０条　センターは、法附則第８条の８の規定により償還計画の認可を受けようと

するときは、通則法第３１条第１項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞な

く、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければ

ならない。

一　長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先

二　日本スポーツ振興センター債券の総額及び当該事業年度における発行見込額並

びに発行の方法

三　長期借入金及び日本スポーツ振興センター債券の償還の方法及び期限

四　その他必要な事項

（日本体育・学校健康センター法施行規則等の廃止）

第１１条　次に掲げる省令は、廃止する。

一　日本体育・学校健康センター法施行規則（昭和６１年文部省令第２号）

二　日本体育・学校健康センターの財務及び会計に関する省令（昭和６１年文部省

令第３号）

三　日本体育・学校健康センターの業務方法書に記載すべき事項を定める省令（昭

和６１年文部省令第４号）

（日本体育・学校健康センター法施行規則の廃止に伴う経過措置）

第１２条　前条の規定の施行前に同条の規定による廃止前の日本体育・学校健康セン

ター法施行規則の規定によりした処分、手続その他の行為は、この省令中の相当す
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る規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

附　則　（平成１７年３月３１日文部科学省令第１８号）

１　この省令は、平成１７年４月１日から施行する。

２　この省令の施行の日前に生じた障害に係る障害見舞金については、なお従前の例

による。

附　則　（平成１８年３月３１日文部科学省令第１９号）

１　この省令は、平成１８年４月１日から施行する。

２　この省令の施行の日前に生じた障害に係る障害見舞金については、なお従前の例

による。

附　則　（平成１８年９月１９日文部科学省令第３５号）

（施行期日）

１　この省令は公布の日から施行する。ただし、第１９条の改正規定は平成１８年

１０月１日から施行する。

（経過措置）

２　第１９条の改正規定の施行日前に行われた療養に係る独立行政法人日本スポーツ

振興センター法（平成１４年法律第１６２号）の規定による医療費の支給について

は、なお従前の例による。

附　則　（平成１９年７月６日文部科学省令第２１号）

この省令は、平成１９年７月９日から施行し、この省令による改正後の独立行政法

人日本スポーツ振興センターに関する省令第２４条第３号の規定は、平成１７年７月

９日以後の児童生徒等の死亡でその原因である事由が学校の管理下において生じたも

のに係る死亡見舞金の支給について適用する。

附　則　（平成１９年１２月２５日文部科学省令第４０号）

附　則　（平成２１年３月２７日文部科学省令第６号）

附　則　（平成２２年１１月２６日文部科学省令第２１号）

附　則　（平成２３年２月１５日文部科学省令第４号）　抄

（施行期日）

第１条　この省令は、公布の日から施行する。

（独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令の一部改正に伴う経過措

置）

第３条　学校の管理下において独立行政法人日本スポーツ振興センター法（平成１４

年法律第１６２号）第３条に規定する児童生徒等（以下単に「児童生徒等」とい

う。）が負傷し、又は疾病にかかり、施行日前に治ったときに存した障害に係るセ

ンター省令別表の規定の適用については、なお従前の例による。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法第３条⇒Ｐ．３

２　学校の管理下において児童生徒等が負傷し、又は疾病にかかり、平成２２年６月

１０日から施行日の前日までの間に治ったときに存した障害（改正前のセンター省

令別表第１２級の項第１４号又は同表第１４級の項第１０号に該当するものに限

る。）については、前項の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病が治った日から改

正後のセンター省令別表の規定を適用する。

附　則　（平成２３年５月２７日文部科学省令第２０号）

附　則　（平成２５年１０月１７日文部科学省令第２８号）
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附　則　（平成２６年１２月２６日文部科学省令第３７号）

附　則　（平成２７年３月３０日文部科学省令第１２号）　抄

（施行期日）

第１条　この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律〔平成２６年６月法

律第６６号〕（以下「通則法改正法」という。）の施行の日（平成２７年４月１日）

から施行する。

（業務実績等報告書の作成に係る経過措置）

第２条　〔１項略〕

２　通則法改正法附則第８条第１項の規定により旧通則法第２９条第１項の中期目標

が新通則法第２９条第１項の規定により指示した同項の中期目標とみなされる場合

におけるこの省令による改正後の次に掲げる省令の規定及び独立行政法人大学改革

支援・学位授与機構に関する省令（平成１５年文部科学省令第５９号）第５条第１

項の規定の適用については、これらの省令の規定中「当該事業年度における業務の

実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第２９条第２項第２号」とある

のは「当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が独

立行政法人通則法の一部を改正する法律（平成２６年法律第６６号）による改正前

の通則法（以下この表において「旧通則法」という。）第２９条第２項第３号」と、

「同項第３号から第５号まで」とあるのは「同項第２号、第４号及び第５号」と、

「通則法第２９条第２項第２号から」とあるのは「旧通則法第２９条第２項第２号

から」と、「期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則

法第２９条第２項第２号」とあるのは「期間における業務の実績。なお、当該業務

の実績は、当該項目が旧通則法第２９条第２項第３号」とする。

一～九　〔略〕

十　独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第５条第１項

十一～十三　〔略〕

３　〔略〕

（業務報告書又は事業報告書の作成に係る経過措置）

第３条　この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、通則法改正法の施行の日

以後に開始する事業年度に係る業務報告書又は事業報告書から適用する。

一～十五　〔略〕

十六　独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第１０条の２第３項

十七～二十二　〔略〕

附　則　（平成２７年３月３０日文部科学省令第１３号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関す

る法律の一部を改正する法律〔平成２４年８月法律第６６号〕の施行の日（平成

２７年４月１日）から施行する。

附　則　（平成２７年３月３１日文部科学省令第１８号）

（施行期日）

１　この省令は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令及び沖縄の復帰に

伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令（平成

２７年政令第１６７号）の施行の日（平成２７年４月１日）から施行する。
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（平成２７年度の災害共済給付契約の契約締結期限の特例）

２　平成２７年度の災害共済給付契約（独立行政法人日本スポーツ振興センター法

（平成１４年法律第１６２号）附則第８条第１項に規定する特定保育事業の災害共

済給付に係るものに限る。）の契約締結期限については、この省令による改正後の

独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令附則第６条において準用する

同令第２７条中「５月３１日」とあるのは、「７月３１日」とする。

附　則　（平成２８年４月１日文部科学省令第２３号）

附　則　（平成２８年５月２日文部科学省令第２５号）

附　則　（平成２８年５月１３日文部科学省令第２６号）

附　則　（平成２８年７月１日文部科学省令第２８号）

附　則　（平成２９年３月３１日文部科学省令第２６号）

（施行期日）

１　この省令は、平成２９年４月１日から施行する。

（平成２９年度の災害共済給付契約の契約締結期限の特例）

２　平成２９年度の災害共済給付契約（独立行政法人日本スポーツ振興センター法

（平成１４年法律第１６２号）第３条に規定する専修学校並びに同法附則第８条第

１項第２号、第５号及び第６号に掲げる施設の災害共済給付に係るものに限る。）

の契約締結期限については、この省令による改正後の独立行政法人日本スポーツ振

興センターに関する省令（以下「新令」という。）第２７条（新令附則第７条にお

いて準用する場合を含む。）中「５月３１日」とあるのは、「７月３１日」とする。

附　則　（平成３１年４月２６日文部科学省令第２０号）

１　この省令は、公布の日から施行する。

２　この省令による改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令別

表の規定は、平成３１年４月１日以後に生じた障害に係る障害見舞金について適用

し、同日前に生じた障害に係る障害見舞金については、なお従前の例による。

附　則　（令和元年６月１３日文部科学省令第４号）

（施行期日）

第１条　この省令は、公布の日から施行する。

（財務諸表及び業務報告書又は事業報告書の作成に係る経過措置）

第２条　この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、平成３１年４月１日以後

に開始する事業年度に係る財務諸表及び業務報告書又は事業報告書から適用し、同

日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び業務報告書又は事業報告書については、

なお従前の例による。

一～十五　〔略〕

十六　独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第１０条及び第１０条

の２

十七～二十一　〔略〕

附　則　（令和２年５月１３日文部科学省令第１９号）

附　則　（令和２年１２月９日文部科学省令第４２号）

附　則　（令和３年４月１日文部科学省令第２２号）

附　則　（令和４年３月３１日文部科学省令第１７号）

附　則　（令和５年３月３０日文部科学省令第１２号）　抄
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（施行期日）

１　この省令は、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律〔令

和４年６月法律第７６号〕の施行の日（令和５年４月１日）から施行する。
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別表（第２１条、第２３条関係）

等 級 金　　　額 障　　　　害

第 １ 級 ４０，０００，０００円 １　両眼が失明したもの

２　咀
そ

嚼
しゃく

及び言語の機能を廃したもの

３　神経系統の機能又は精神に著しい障

害を残し、常に介護を要するもの

４　胸腹部臓器の機能に著しい障害を残

し、常に介護を要するもの

５　両上肢をひじ関節以上で失ったもの

６　両上肢の用を全廃したもの

７　両下肢をひざ関節以上で失ったもの

８　両下肢の用を全廃したもの

第 ２ 級 ３６，０００，０００円 １　一眼が失明し、他眼の視力が

０.０２以下になったもの

２　両眼の視力が０.０２以下になった

もの

３　神経系統の機能又は精神に著しい障

害を残し、随時介護を要するもの

４　胸腹部臓器の機能に著しい障害を残

し、随時介護を要するもの

５　両上肢を手関節以上で失ったもの

６　両下肢を足関節以上で失ったもの

第 ３ 級 ３１，４００，０００円 １　一眼が失明し、他眼の視力が

０.０６以下になったもの

２　咀
そ

嚼
しゃく

又は言語の機能を廃したもの

３　神経系統の機能又は精神に著しい障

害を残し、終身労務に服することがで

きないもの

４　胸腹部臓器の機能に著しい障害を残

し、終身労務に服することができない

もの

５　両手の手指の全部を失ったもの

第 ４ 級 ２１，８００，０００円 １　両眼の視力が０.０６以下になった

もの

２　咀
そ

嚼
しゃく

及び言語の機能に著しい障害

を残すもの

３　両耳の聴力を全く失ったもの

４　一上肢をひじ関節以上で失ったもの

５　一下肢をひざ関節以上で失ったもの

６　両手の手指の全部の用を廃したもの
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７　両足をリスフラン関節以上で失った

もの

第 ５ 級 １８，２００，０００円 １　一眼が失明し、他眼の視力が０.１

以下になったもの

２　神経系統の機能又は精神に著しい障

害を残し、特に軽易な労務以外の労務

に服することができないもの

３　胸腹部臓器の機能に著しい障害を残

し、特に軽易な労務以外の労務に服す

ることができないもの

４　一上肢を手関節以上で失ったもの

５　一下肢を足関節以上で失ったもの

６　一上肢の用を全廃したもの

７　一下肢の用を全廃したもの

８　両足の足指の全部を失ったもの

第 ６ 級 １５，１００，０００円 １　両眼の視力が０.１以下になったも

の

２　咀
そ

嚼
しやく

又は言語の機能に著しい障害

を残すもの

３　両耳の聴力が耳に接しなければ大声

を解することができない程度になった

もの

４　一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力

が４０センチメートル以上の距離では

普通の話声を解することができない程

度になったもの

５　脊
せき

柱に著しい変形又は運動障害を残

すもの

６　一上肢の三大関節中の二関節の用を

廃したもの

７　一下肢の三大関節中の二関節の用を

廃したもの

８　一手の５の手指又は母指を含み４の

手指を失ったもの

第 ７ 級 １２，７００，０００円 １　一眼が失明し、他眼の視力が０.６

以下になったもの

２　両耳の聴力が４０センチメートル以

上の距離では普通の話声を解すること

ができない程度になったもの

３　一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力

が１メートル以上の距離では普通の話
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声を解することができない程度になっ

たもの

４　神経系統の機能又は精神に障害を残

し、軽易な労務以外の労務に服するこ

とができないもの

５　胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽

易な労務以外の労務に服することがで

きないもの

６　一手の母指を含み３の手指又は母指

以外の４の手指を失ったもの

７　一手の５の手指又は母指を含み４の

手指の用を廃したもの

８　一足をリスフラン関節以上で失った

もの

９　一上肢に偽関節を残し、著しい運動

障害を残すもの

１０　一下肢に偽関節を残し、著しい運

動障害を残すもの

１１　両足の足指の全部の用を廃したも

の

１２　外貌に著しい醜状を残すもの

１３　両側の睾
こう

丸を失ったもの

第 ８ 級 ７，４００，０００円 １　一眼が失明し、又は一眼の視力が

０.０２以下になったもの

２　脊
せき

柱に運動障害を残すもの

３　一手の母指を含み２の手指又は母指

以外の３の手指を失ったもの

４　一手の母指を含み３の手指又は母指

以外の４の手指の用を廃したもの

５　一下肢を５センチメートル以上短縮

したもの

６　一上肢の三大関節中の一関節の用を

廃したもの

７　一下肢の三大関節中の一関節の用を

廃したもの

８　一上肢に偽関節を残すもの

９　一下肢に偽関節を残すもの

１０　一足の足指の全部を失ったもの

第 ９ 級 ５，９００，０００円 １　両眼の視力が０.６以下になったも

の

２　一眼の視力が０.０６以下になった
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もの

３　両眼に半盲症、視野狭窄
さく

又は視野変

状を残すもの

４　両眼のまぶたに著しい欠損を残すも

の

５　鼻を欠損し、その機能に著しい障害

を残すもの

６　咀
そ

嚼
しやく

及び言語の機能に障害を残す

もの

７　両耳の聴力が１メートル以上の距離

では普通の話声を解することができな

い程度になったもの

８　一耳の聴力が耳に接しなければ大声

を解することができない程度になり、

他耳の聴力が１メートル以上の距離で

は普通の話声を解することが困難であ

る程度になったもの

９　一耳の聴力を全く失ったもの

１０　神経系統の機能又は精神に障害を

残し、服することができる労務が相当

な程度に制限されるもの

１１　胸腹部臓器の機能に障害を残し、

服することができる労務が相当な程度

に制限されるもの

１２　一手の母指又は母指以外の２の手

指を失ったもの

１３　一手の母指を含み２の手指又は母

指以外の３の手指の用を廃したもの

１４　一足の第一の足指を含み２以上の

足指を失ったもの

１５　一足の足指の全部の用を廃したも

の

１６　外貌に相当程度の醜状を残すもの

１７　生殖器に著しい障害を残すもの

第１０級 ４，３００，０００円 １　一眼の視力が０.１以下になったも

の

２　正面視で複視を残すもの

３　咀
そ

嚼
しやく

又は言語の機能に障害を残す

もの

４　１４歯以上に対し歯科補綴
てつ

を加えた

もの

５　両耳の聴力が１メートル以上の距離
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では普通の話声を解することが困難で

ある程度になったもの

６　一耳の聴力が耳に接しなければ大声

を解することができない程度になった

もの

７　一手の母指又は母指以外の２の手指

の用を廃したもの

８　一下肢を３センチメートル以上短縮

したもの

９　一足の第一の足指又は他の４の足指

を失ったもの

１０　一上肢の三大関節中の一関節の機

能に著しい障害を残すもの

１１　一下肢の三大関節中の一関節の機

能に著しい障害を残すもの

第１１級 ３，１００，０００円 １　両眼の眼球に著しい調節機能障害又

は運動障害を残すもの

２　両眼のまぶたに著しい運動障害を残

すもの

３　一眼のまぶたに著しい欠損を残すも

の

４　１０歯以上に対し歯科補綴
てつ

を加えた

もの

５　両耳の聴力が１メートル以上の距離

では小声を解することができない程度

になったもの

６　一耳の聴力が４０センチメートル以

上の距離では普通の話声を解すること

ができない程度になったもの

７　脊
せき

柱に変形を残すもの

８　一手の示指、中指又は環指を失った

もの

９　一足の第一の足指を含み２以上の足

指の用を廃したもの

１０　胸腹部臓器の機能に障害を残し、

労務の遂行に相当な程度の支障がある

もの

第１２級 ２，２５０，０００円 １　一眼の眼球に著しい調節機能障害又

は運動障害を残すもの

２　一眼のまぶたに著しい運動障害を残

すもの
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３　７歯以上に対し歯科補綴
てつ

を加えたも

の

４　一耳の耳殻の大部分を欠損したもの

５　鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又

は骨盤骨に著しい変形を残すもの

６　一上肢の三大関節中の一関節の機能

に障害を残すもの

７　一下肢の三大関節中の一関節の機能

に障害を残すもの

８　長管骨に変形を残すもの

９　一手の小指を失ったもの

１０　一手の示指、中指又は環指の用を

廃したもの

１１　一足の第二の足指を失ったもの、

第二の足指を含み２の足指を失ったも

の又は第三の足指以下の３の足指を

失ったもの

１２　一足の第一の足指又は他の４の足

指の用を廃したもの

１３　局部に頑固な神経症状を残すもの

１４　外貌に醜状を残すもの

第１３級 １，５００，０００円 １　一眼の視力が０.６以下になったも

の

２　一眼に半盲症、視野狭窄
さく

又は視野変

状を残すもの

３　正面視以外で複視を残すもの

４　両眼のまぶたの一部に欠損を残し又

はまつげはげを残すもの

５　５歯以上に対し歯科補綴
てつ

を加えたも

の

６　胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

７　一手の小指の用を廃したもの

８　一手の母指の指骨の一部を失ったも

の

９　一下肢を１センチメートル以上短縮

したもの

１０　一足の第三の足指以下の１又は２

の足指を失ったもの

１１　一足の第二の足指の用を廃したも

の、第二の足指を含み２の足指の用を

廃したもの又は第三の足指以下の３の

足指の用を廃したもの
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第１４級 ８８０，０００円 １　一眼のまぶたの一部に欠損を残し、

又はまつげはげを残すもの

２　３歯以上に対し歯科補綴
てつ

を加えたも

の

３　一耳の聴力が１メートル以上の距離

では小声を解することができない程度

になったもの

４　上肢の露出面にてのひらの大きさの

醜いあとを残すもの

５　下肢の露出面にてのひらの大きさの

醜いあとを残すもの

６　一手の母指以外の手指の指骨の一部

を失ったもの

７　一手の母指以外の手指の遠位指節間

関節を屈伸することができなくなった

もの

８　一足の第三の足指以下の１又は２の

足指の用を廃したもの

９　局部に神経症状を残すもの

備考

一　視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異常のあるものについては矯正

視力について測定する。

二　手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節

以上を失ったものをいう。

三　手指の用を廃したものとは、手指の末関節の半分以上を失い、又は中手指節

関節若しくは近位指節間関節（母指にあっては指節間関節）に著しい運動障害

を残すものをいう。

四　足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。

五　足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指

は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節

（第一の足指にあっては指節間関節）に著しい運動障害を残すものをいう。

六　各等級の障害に該当しない障害であって、各等級の障害に相当するものは、

当該等級の障害とする。
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沖縄県に所在する学校等の児童生徒等についての

災害共済給付に係る平成３１年度以後の共済掛金

の額を定める等の件

平成１７年３月３１日文部科学省告示第５６号

最近改正：平成３１年４月２６日文部科学省告示第７８号

沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令（昭和４７年政

令第１０６号）第２７条の規定により、沖縄県に所在する義務教育諸学校（小学校、

中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは

中学部をいう。以下同じ。）、高等学校（中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の

高等部を含む。以下同じ。）、高等専門学校、幼稚園（特別支援学校の幼稚部を含む。

以下同じ。）、幼保連携型認定こども園又は専修学校（高等課程に係るものに限る。以

下同じ。）の児童、生徒、学生若しくは幼児又は保育所等（独立行政法人日本スポー

ツ振興センター法（平成１４年法律第１６２号）附則第８条第１項各号に掲げる施設

をいう。以下同じ。）の児童（同項に規定する児童をいう。第１号を除き、以下同

じ。）について独立行政法人日本スポーツ振興センターの行う災害共済給付に係る共

済掛金の額は、平成３１年４月１日以後次のとおりとする。

平成１６年文部科学省告示第８４号（沖縄県に所在する学校等の児童生徒等につい

ての災害共済給付に係る平成１６年度以後の共済掛金の額を定める等の件）は、廃止

する。

沖縄県に所在する学校等の児童生徒等についての災害共済給付に係る平成３１

年度以後の共済掛金の額を定める等の件

１　義務教育諸学校の児童又は生徒　４６０円（生活保護法（昭和２５年法律第

１４４号）による保護を受けている世帯に属する児童又は生徒にあっては、２０

円）

２　高等学校又は専修学校の生徒　１０７５円（夜間その他特別の時間又は時期にお

いて授業を行う課程において教育を受ける生徒については４９０円、通信による教

育を行う課程において教育を受ける生徒にあっては１４０円）

３　高等専門学校の学生　９６５円

４　幼稚園又は幼保連携型認定こども園の幼児　１３５円

５　保育所等の児童　１７５円（生活保護法による保護を受けている世帯に属する児

童にあっては、２０円）

〔 〕参　生活保護法⇒Ｐ．４１１

沖縄県に所在する学校等の児童生徒等についての災害共済給付に係る平成３１年度以
後の共済掛金の額を定める等の件
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前　文　（平成１９年３月３０日文部科学省告示第４６号）　抄

平成１９年４月１日から施行する。

附　則　（平成２７年３月３０日文部科学省告示第６９号）

附　則　（平成２７年３月３１日文部科学省告示第９０号）

附　則　（平成２８年３月２２日文部科学省告示第５３号）

附　則　（平成２９年３月３１日文部科学省告示第６１号）

附　則　（平成３１年４月２６日文部科学省告示第７８号）

この告示は、公布の日から施行し、平成３１年４月１日から適用する。

沖縄県に所在する学校等の児童生徒等についての災害共済給付に係る平成３１年度以
後の共済掛金の額を定める等の件
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独立行政法人日本スポーツ振興センター法附則

第８条第１項第２号及び第５号の内閣総理大臣

が定める基準等

平成２９年３月３１日文部科学省、厚生労働省告示第４号

最近改正：令和５年３月３１日文部科学省、厚生労働省告示第２号

独立行政法人日本スポーツ振興センター法（平成１４年法律第１６２号）附則第８

条第１項第２号及び第５号の規定に基づき、独立行政法人日本スポーツ振興センター

法附則第８条第１項第２号及び第５号の文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める基準

等を次のように定め、平成２９年４月１日から施行する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター法附則第８条第１項第２号及び第５号

の内閣総理大臣が定める基準等

一　独立行政法人日本スポーツ振興センター法（以下「法」という。）附則第８条第

１項第２号の内閣総理大臣が定める基準は、次に掲げる要件のいずれにも該当する

こととする。

イ　当該施設の保育従事者について、その員数が乳児おおむね３人につき１人以上、

満１歳以上満３歳に満たない幼児おおむね６人につき１人以上、満３歳以上満４

歳に満たない幼児おおむね２０人につき１人以上、満４歳以上の幼児おおむね

３０人につき１人以上であり、かつ、これらの合計数の６割以上が保育士又は看

護師（准看護師を含む。）の資格を有する者（以下「有資格者」という。）である

こと。

ロ　当該施設が児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和２３年厚生省令第

６３号）第５章（第３３条の規定を除く。）の規定に適合すると認められるもの

であること。

ハ　当該施設が児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３９条第１項に規定す

る保育所への移行をしようとしており、かつ、児童の福祉のために必要な保育の

水準を確保していること。

二　法附則第８条第１項第５号の内閣総理大臣が定める基準は、次に掲げる要件のい

ずれにも該当することとする。

イ　次の表の上欄に掲げる施設の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる

要件を満たすものであること。

施　設　の　種　類 要　　　　　件

児童福祉法第６条の３第９項に規定す

る業務を目的とする施設

家庭的保育者（児童福祉法第６条の３

第９項第１号に規定する家庭的保育者

をいう。以下この表において同じ。）

を配置すること

児童福祉法第６条の３第１０項に規定

する業務を目的とする施設のうち、家

保育従事者について、その員数が第１

号イに定める数の合計数に１を加えた
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施　設　の　種　類 要　　　　　件

庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準（平成２６年厚生労働省令第

６１号。以下この号において「令」と

いう。）第２７条に規定する小規模保

育事業Ａ型を目的とするもの

数以上であり、かつ、その６割以上が

有資格者であること

児童福祉法第６条の３第１０項に規定

する業務を目的とする施設のうち、令

第２７条に規定する小規模保育事業Ｂ

型を目的とするもの

保育従事者について、その員数が第１

号イに定める数の合計数に１を加えた

数以上であり、かつ、その半数以上が

有資格者であること

児童福祉法第６条の３第１０項に規定

する業務を目的とする施設のうち、令

第２７条に規定する小規模保育事業Ｃ

型を目的とするもの

家庭的保育者を配置すること

児童福祉法第６条の３第１２項に規定

する業務を目的とする施設のうち、利

用定員が２０人以上のもの

保育従事者について、その員数が第１

号イに定める数の合計数以上であり、

かつ、その６割以上が有資格者である

こと

児童福祉法第６条の３第１２項に規定

する業務を目的とする施設のうち、利

用定員が１９人以下のもの

保育従事者について、その員数が第１

号イに定める数の合計数に１を加えた

数以上であり、かつ、その半数以上が

有資格者であること

ロ　当該施設が令第２章（第２３条第１項の規定を除く。）、第３章（第２９条、第

３１条及び第３４条第１項の規定を除く。）又は第５章（第４４条及び第４７条

の規定を除く。）の規定に適合すると認められるものであること。

ハ　当該施設が児童福祉法第６条の３第９項に規定する家庭的保育事業、同条第

１０項に規定する小規模保育事業又は同条第１２項に規定する事業所内保育事業

を行う施設への移行をしようとしており、かつ、児童の福祉のために必要な保育

の水準を確保していること。

三　法附則第８条第１項第２号又は第５号の規定により、内閣総理大臣が定める基準

に適合すると認められる施設は、都道府県又は市町村（特別区を含む。以下この号

において同じ。）に対して必要な資料を提出し、かつ、都道府県又は市町村による

実地の調査を受けることにより、第１号又は第２号の基準に適合することが確認さ

れたものとする。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法附則第８条⇒Ｐ．１６

〔 〕参　児童福祉法⇒Ｐ．４０７

附　則　（令和５年３月３１日文部科学省、厚生労働省告示第２号）

この告示は、令和５年４月１日から施行する。
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平成１５年１０月１日平成１５年度規則第１号

最近改正：令和５年３月２７日令和４年度規則第１９号

目次

第１章　総則（第１条・第２条）

第２章　スポーツ施設の運営及びスポーツの振興のため必要な業務（第３条―第５

条）

第３章　スポーツに関する競技水準の向上等のための援助（第６条―第８条）

第４章　スポーツ振興投票等業務（第９条―第１５条）

第５章　スポーツに関する活動が公正かつ適切に実施されるようにするため必要な

業務（第１５条の２）

第６章　災害共済給付

第１節　災害共済給付契約の締結（第１６条―第２２条）

第２節　共済掛金の支払及び収受（第２３条―第２５条）

第３節　給付金の支払の請求及びその支払（第２６条―第３０条）

第４節　免責の場合における手続（第３１条―第３３条）

第７章　国内外における調査研究並びに資料の収集及び提供（第３４条）

第８章　講演会の開催、出版物の刊行その他普及の事業（第３５条）

第９章　附帯業務（第３６条）

第１０章　施設の一般利用及び貸付け（第３７条・第３８条）

第１１章　業務委託の基準（第３９条）

第１２章　競争入札その他の契約に関する基本的事項（第４０条－第４２条）

第１３章　業務の適正を確保するための体制整備（第４３条－第５９条）

第１４章　その他センターの業務の執行に関して必要な事項（第６０条）

附則

第１章　総則

（目的）

第１条　独立行政法人日本スポーツ振興センター（以下「センター」という。）は、

独立行政法人日本スポーツ振興センター法（平成１４年法律第１６２号。以下「セ

ンター法」という。）第３条に規定する目的を達成するため、独立行政法人通則法

（平成１１年法律第１０３号。以下「通則法」という。）第２８条第１項の規定に

基づき、この業務方法書を定める。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法第３条⇒Ｐ．３

〔 〕参　独立行政法人通則法第２８条⇒Ｐ．４０２

（業務運営の基本原則）

第２条　センターは、法令等及びこの業務方法書の定めるところに従い、適正かつ効

率的に業務を運営しなければならない。
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第２章　スポーツ施設の運営及びスポーツの振興のため必要な業務

（スポーツ施設及び附属施設）

第３条　センターは、センター法第１５条第１項第１号に規定するスポーツ施設及び

附属施設として、次に掲げるものを設置する。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法第１５条⇒Ｐ．５

（１）国立競技場

（２）秩父宮ラグビー場

（３）テニス場(秩父宮ラグビー場敷地内)

（４）国立代々木競技場

ア　第一体育館

イ　第二体育館

ウ　フットサルコート

エ　室内水泳場

（５）ハイパフォーマンススポーツセンター

ア　国立スポーツ科学センター

イ　ナショナルトレーニングセンター

（ア）屋内トレーニングセンター・ウエスト(西館)

（イ）屋内トレーニングセンター・イースト(東館)

（ウ）アスリートヴィレッジ

（エ）陸上トレーニング場

（オ）屋内テニスコート

ウ　西が丘サッカー場

エ　フットサルコート

オ　テニス場

カ　戸田艇庫

（６）秩父宮記念スポーツ博物館

（７）国立登山研修所

（８）前各号に掲げる施設に附属する施設

２　センターは、その設置するスポーツ施設及び附属施設（以下「施設」という。）

を常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて適切かつ効率的に運営

しなければならない。

（施設の利用）

第４条　センターは、施設をスポーツ団体等の利用に供するものとする。

２　センターが施設をスポーツ団体等の利用に供する場合には、別に定める規程によ

り、適正な対価を徴収するものとする。

（スポーツの振興のため必要な業務）

第５条　センターは、国立競技場、秩父宮ラグビー場、テニス場(秩父宮ラグビー場

敷地内)及び国立代々木競技場を利用して、次に掲げるスポーツの振興のため必要

な業務を行う。

（１）ハイパフォーマンススポーツセンターと連携させ、同センターの事業の成果

を実証するために必要な業務

（２）各種スポーツ教室の開催
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（３）その他スポーツの振興のため必要な業務

２　センターは、ハイパフォーマンススポーツセンターを利用して、次に掲げるス

ポーツの振興のため必要な業務を行う。

（１）スポーツ科学・医学・情報に関する研究

（２）前号の研究の成果を活用した競技水準の向上のための支援

（３）前２号に掲げる業務に係る成果の普及

（４）スポーツの選手の診断及び治療

（５）スポーツに関する競技水準の向上のための合宿及び研修の開催支援

（６）将来性の高いアスリートの発掘・育成システムの開発

（７）その他スポーツの振興のため必要な業務

３　センターは、秩父宮記念スポーツ博物館を利用して、次に掲げるスポーツの振興

のため必要な業務を行う。

（１）スポーツに関する資料の収集・保存、展示・公開、調査研究及び教育普及

（２）その他スポーツの振興のため必要な業務

４　センターは、国立登山研修所を利用して、次に掲げるスポーツの振興のため必要

な業務を行う。

（１）登山指導者の養成のための研修会等の開催

（２）その他スポーツの振興のため必要な業務

５　センターは、前４項の業務を行う場合には、必要に応じて、別に定める規程によ

り、適正な対価を徴収するものとする。

第３章　スポーツに関する競技水準の向上等のための援助

（運営費交付金及びスポーツ振興基金による助成金の交付）

第６条　センターは、次に掲げる活動に対し、運営費交付金及びスポーツ振興基金に

よる助成金を交付する。

（１）スポーツ団体が行う次に掲げる活動

ア　スポーツに関する競技水準の向上を図るため計画的かつ継続的に行う次に掲

げる活動

（ア）合宿

（イ）対抗試合に係るチームの派遣又は招致

（ウ）指導者の設置

（エ）国内におけるスポーツの最高峰のリーグの運営

（オ）その他競技水準の向上のため必要な活動

イ　国際的又は全国的な規模のスポーツの競技会、研究集会又は講習会の開催

（２）優秀なスポーツの選手又は指導者が行う次に掲げる活動

ア　自ら行う計画的なスポーツに関する競技技術の向上を図るための活動

イ　海外留学等海外において行うスポーツに関する競技技術の向上を図るための

活動

（３）優秀なスポーツの選手が受ける職業又は実際生活に必要な能力を育成するた

めの学校教育（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に定める大学、

高等専門学校及び同法第８２条の２に定める専修学校における教育をいう。）

又はこれに相当する社会教育

（４）国際的に卓越したスポーツの活動に関し専門的な知識、豊富な経験等を有す
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る者が適切な計画に基づいて行うその活動

２　センターは、前項各号の規定による助成金の交付のほか、専門的又は技術的な助

言、情報の提供その他必要な援助を行う。

（助成金の交付対象の採択）

第７条　センターは、前条第１項の規定により助成金を交付しようとする場合には、

交付を適正に行うため、あらかじめ、交付対象の採択について、理事長の諮問に応

じて助成金の交付に係る業務に関する事項を調査審議する委員会の議を経るものと

する。ただし、文部科学省が方針等を示したものについてはこの限りではない。

２　前項の調査審議は、第１２条に規定する審査委員会において行うものとする。

（助成金の交付要綱）

第８条　前２条に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項については、文

部科学大臣と協議の上、別に交付要綱を定める。これを変更しようとするときも同

様とする。

第４章　スポーツ振興投票等業務

（スポーツ振興投票等の業務）

第９条　センターは、スポーツ振興投票（スポーツ振興投票の実施等に関する法律

（平成１０年法律第６３号。以下「投票法」という。）第２条に規定するスポーツ

振興投票をいう。）の実施のため、次の各号に掲げる業務を行う。

（１）スポーツ振興投票ごとに、あらかじめ、投票法第４条に規定する対象試合等

又は投票法第５条の２に規定する特定対象試合等のうちからそのスポーツ振興

投票の対象となる試合又は競技会を指定すること。

（２）スポーツ振興投票券を券面金額で発売すること。

（３）払戻金を交付すること。

（４）返還金を交付すること。

（５）前各号に掲げる業務に附帯する業務

（スポーツ振興投票等の業務の委託等）

第１０条　センターは、第３９条の規定にかかわらず、投票法第１８条第１項に定め

るところにより、同項第１号から第４号までに定める業務を金融機関に委託できる

ものとする。

２　センターは、前項の規定により金融機関に業務を委託する場合にあっては、金融

機関と複数年にわたる契約を締結することができる。

３　センターは、第１項の業務を委託した金融機関に、法令並びにこの業務方法書及

び別に定める委託業務に関する準則に従って委託業務を処理させるものとする。

（くじ助成金の交付）

第１１条　センターは、投票法第２１条第１項に定めるところにより、地方公共団体

又はスポーツ団体が行う同項各号に掲げる事業（同項第５号、第８号及び第９号に

掲げる事業にあっては、その一環として行われる活動がセンター法第１５条第１項

第２号又は第４号の活動に該当する事業を除く。）に対し、スポーツ振興投票に係

る収益による助成金（以下「くじ助成金」という。）を交付する。

２　センターは、投票法第２１条第２項に定める特定事業に対し、くじ助成金を交付

する。

（審査委員会）
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第１２条　センターに、スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則（平成１０

年文部省令第３９号。以下「投票法施行規則」という。）第１１条の２第１項の規

定に基づき、スポーツ振興事業助成審査委員会を置く。

２　スポーツ振興事業助成審査委員会は、投票法施行規則第１１条の２第２項に定め

るもののほか、理事長の諮問に応じてくじ助成金の交付に係る業務に関する事項に

ついて調査審議する。

３　前２項に定めるもののほか、スポーツ振興事業助成審査委員会の組織及び運営に

関し必要な事項は別に定める。

（くじ助成金の交付要綱）

第１３条　前２条に定めるもののほか、くじ助成金の交付に関し必要な事項について

は、文部科学大臣と協議の上、別に交付要綱を定める。これを変更しようとすると

きも同様とする。

（収益の使途に関する報告書）

第１４条　センターが、投票法第３０条第１項に定める文部科学大臣に提出するス

ポーツ振興投票に係る収益の使途に関する報告書に記載する事項は次のとおりとす

る。

（１）くじ助成金の交付対象者、交付対象事業及びその交付金額

（２）投票法第２１条第４項の定めるところによりセンターが行う事業に要する経

費に充てた金額及びその対象事業並びにスポーツ振興基金に組み入れた金額

（３）投票法第２２条の定めるところにより国庫に納付した金額

（４）その他必要な事項

（情報提供等）

第１５条　センターは、投票法第３０条第３項に定めるところにより、スポーツ振興

投票がスポーツの振興に寄与していることについての国民の理解を深めるため、次

の各号に掲げる業務を行う。

（１）国民に対し、次に掲げる情報を提供すること。

ア　第９条及び第１０条に規定するスポーツ振興投票の実施に関するもの

イ　前条第１号から第４号までに規定するスポーツ振興投票の収益の使途に関す

るもの

（２）第１１条の規定によるくじ助成金の交付を受けたスポーツ団体に対し、必要

に応じ、当該事業の実施状況及びその助成金の使途に関する情報の公開を求め

ること。

第５章　スポーツに関する活動が公正かつ適切に実施されるようにするため必

要な業務

（スポーツに関する活動が公正かつ適切に実施されるようにするため必要な業務）

第１５条の２　センターは、スポーツを行う者の権利利益の保護、心身の健康の保持

増進及び安全の確保に関する業務、スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進

に関する業務その他のスポーツに関する活動が公正かつ適切に実施されるようにす

るため必要な業務を行う。

２　センターは、前項の業務を行う場合、必要と認めるときは、適正な対価を徴収す

ることができる。

第６章　災害共済給付
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第１節　災害共済給付契約の締結

（災害共済給付契約の締結）

第１６条　センターは、学校の管理下における児童、生徒、学生又は幼児（以下「児

童生徒等」という。）の災害につき、学校の設置者が児童生徒等の保護者（セン

ター法第１５条第１項第７号に規定する保護者をいう。以下同じ。）又は生徒若し

くは学生が成年に達している場合には当該生徒若しくは学生（以下「保護者等」と

いう。）の同意を得てする申込みにより学校の設置者との間に当該児童生徒等につ

いて災害共済給付契約を締結する。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法第１５条⇒Ｐ．５

２　前項の災害共済給付契約には、学校の管理下における児童生徒等の災害について

学校の設置者の損害賠償責任が発生した場合において、センターが災害共済給付を

行うことによりその価額の限度においてその責任を免れさせる旨の特約（以下「免

責の特約」という。）を学校の設置者の申込みによって付するものとする。

（災害共済給付契約の申込み）

第１７条　前条の申込は、別に定める災害共済給付契約申込書によるものとする。

（災害共済給付契約の締結及び免責の特約を付することの拒絶の通知）

第１８条　センターは、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令（平成１５

年政令第３６９号。以下「令」という。）第６条に掲げる理由によって災害共済給

付契約の締結を拒む場合又は免責の特約を付することを拒む場合には、当該契約又

は免責の特約を付することの申込みを受けた日から１４日以内にその理由を示して

文書で相手方に通知するものとする。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第６条⇒Ｐ．２７

（災害共済給付契約の契約書）

第１９条　センターは、災害共済給付契約の申込みを受けて災害共済給付契約を締結

しようとするときは、別に定める災害共済給付契約書を２通作成し、当該契約の当

事者がそれぞれ記名押印して、各１通を保存するものとする。

２　前項の契約書の作成及び保存は、センターの契約当事者が記名押印した契約書２

通を相手方に送付し、相手方の契約当事者が記名押印し、うち１通をセンターへ回

送することにより行うものとする。

３　第１項の契約書には、免責の特約を付する場合にあっては、内閣総理大臣と協議

してセンターが定める次に掲げる事項を記載した約款を付するものとし、かつ、第

１７条の災害共済給付契約申込書に添付された契約に係る児童生徒等の名簿を付す

るものとする。

（１）契約の目的

（２）契約の効力

（３）センターの給付金の支払

（４）免責の場合における手続

（５）共済掛金

（６）契約に係る児童生徒等の異動及び児童生徒等の新たな入学があった場合に関

する事項

（７）その他必要な事項

４　第１項の契約書には、免責の特約を付さない場合にあっては、内閣総理大臣と協
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議してセンターが定める前項各号（第４号を除く。）に掲げる事項を記載した約款

を付するものとし、かつ、第１７条の災害共済給付契約申込書に添付された契約に

係る児童生徒等の名簿を付するものとする。

（免責の特約を付することの申込み）

第２０条　センターは、免責の特約を付さない災害共済給付契約を締結した学校の設

置者が当該契約を締結した日の属する年度の翌年度以降において免責の特約を付す

ることの申込みをしようとする場合には、別に定める災害共済給付契約に免責の特

約を付することの申込書の提出を求めるものとする。

２　前項の申込みを受けた場合において、令第６条第３号に定める理由によって免責

の特約を付することを拒む場合には、第１８条の規定を準用する。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第６条⇒Ｐ．２７

３　センターは、第１項の申込みを受けて免責の特約を付することとするときは、別

に定める災害共済給付契約に免責の特約を付したことの通知書により相手方に通知

するものとする。

（災害共済給付契約等の解除）

第２１条　災害共済給付契約を締結した学校の設置者において当該契約を存続し難い

事由が生じたときは、当該設置者は、保護者等の同意を得て、４月１日から５月

３１日までの間に当該契約の解除の申入れをすることができる。

２　前項の規定は、免責の特約を付した災害共済給付契約を締結した学校の設置者に

おいて、当該免責の特約を存続し難い事由が生じたときについて準用する。

３　センターは、令第６条第１号に掲げる理由があるに至ったときは、災害共済給付

契約を解除するものとする。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第６条⇒Ｐ．２７

（災害共済給付契約原簿の整備）

第２２条　センターは、別に定める災害共済給付契約原簿を備え、所要の事項を記載

して整理しておかなければならない。

第２節　共済掛金の支払及び収受

（共済掛金の支払明細書）

第２３条　災害共済給付契約を締結した学校の設置者は、令第９条（令附則第５条第

３項において準用する場合を含む。）に定めるところにより、共済掛金を支払うと

きは、別に定める共済掛金支払明細書を電子情報処理組織（センターの使用に係る

電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）と学校の設置者の使用に係る電子計

算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。）を使用す

る方法によりセンターに送信しなければならない。ただし、これによることができ

ない場合は、共済掛金支払明細書を提出することによって行うことができる。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第９条⇒Ｐ．２８

（共済掛金の控除及び返還）

第２４条　公立の義務教育諸学校の設置者は、センター法第１７条第３項の額から令

第１２条の額を控除して共済掛金を支払うときは、別に定める共済掛金控除額明細

書を電子情報処理組織を使用する方法によりセンターに送信しなければならない。

ただし、これによることができない場合は、共済掛金控除額明細書を提出すること

によって行うことができる。
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２　センターは、令第１２条の額を公立の義務教育諸学校の設置者に返還するときは、

別に定める共済掛金返還額明細書を当該設置者に送付しなければならない。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法第１７条⇒Ｐ．７

独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第１２条⇒Ｐ．２９

（共済掛金の収受）

第２５条　センターは、学校の設置者から共済掛金が支払われたときは、災害共済給

付契約原簿と照合の上、遅滞なく受領証を交付するものとする。

２　センターは、共済掛金の支払が支払期限の経過後に行われたときは、令第１１条

の規定を適用する旨を相手方に文書で通知するものとする。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第１１条⇒Ｐ．２８

第３節　給付金の支払の請求及びその支払

（給付金の支払請求の方法）

第２６条　災害共済給付の給付金の支払の請求は、災害共済給付に係る学校の設置者

が次の各号に掲げる災害共済給付の種類ごとに別に定める支払請求書を電子情報処

理組織を使用する方法によりセンターに送信するものとする。ただし、これによる

ことができない場合は、支払請求書を提出することによって行うことができる。

（１）医療費

（２）障害見舞金

（３）死亡見舞金

２　前項の規定にかかわらず、災害共済給付契約に係る児童生徒等の保護者等は、次

の各号に掲げる災害共済給付の種類ごとに別に定める支払請求書を提出して、自ら

同項の請求をすることができる。この場合において、当該請求は、当該災害共済給

付契約に係る学校の設置者を経由して行うものとする。

（１）医療費

（２）障害見舞金

（３）死亡見舞金

（給付金の支払請求の時期）

第２７条　災害共済給付のうち医療費及び障害見舞金に係る給付金の支払の請求は、

毎月１０日までに前月の分について、死亡見舞金に係る給付金の支払の請求は、そ

の都度、行うものとする。

２　前項の規定にかかわらず、医療費に係る給付金の支払の請求については、前月に

続く前の月にあっては療養開始後の療養日数、前月に続く後の月にあっては治癒す

るまでの療養日数が少ない場合に限り、それらの期間に係る分を前月の分と合わせ

て請求することができる。

（給付金の支払請求に対する審査）

第２８条　センターは、災害共済給付に係る給付金の支払の請求があったときは、支

払請求書について書類審査により給付金の支払額を決定するものとする。ただし、

必要に応じ、請求者又は当該請求に係る児童生徒等の在学する学校の校長その他の

関係者から、必要な資料、報告の提出若しくは説明を求め、又はセンターの職員を

して実地に調査させるものとする。

（給付金の支払通知）

第２９条　センターは、給付金を支払うときは、令第４条第５項各号に掲げる区分に
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従い、当該各号に定める者に対して、別に定める給付金支払通知書を電子情報処理

組織を使用する方法により送信するものとする。ただし、これによることができな

い場合は、給付金支払通知書を送付することによって行うことができる。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第４条⇒Ｐ．２６

２　給付金の支払の請求に応ずることができないときは、理由を付してその旨を文書

で、前項の区分に従い前項の者に対して通知するものとする。

（災害共済給付原簿の整備）

第３０条　センターは、別に定める災害共済給付原簿を備え、所要の事項を記載して

整理しておかなければならない。

第４節　免責の場合における手続

（損害賠償についての報告）

第３１条　センターは、免責の特約を付した災害共済給付契約を締結した学校の設置

者がその設置する学校の管理下における児童生徒等の災害について損害賠償の責め

に任ずることとなった場合においては、当該学校の設置者に別に定める損害賠償災

害報告書により報告を求めるものとする。

（免責特約勘定から災害共済給付勘定への繰入れ）

第３２条　センターは、前条の報告を受けた場合又は免責の特約を付した災害共済給

付契約を締結した学校の設置者がその設置する学校の管理下における児童生徒等の

災害について判決、和解等により損害賠償の責めに任ずることとなったことを知っ

た場合においては、免責特約勘定から災害共済給付勘定に所要の繰入れを行うもの

とする。

（免責処理原簿の整備）

第３３条　センターは、別に定める免責処理原簿を備え、所要の事項を記載して整理

しておかなければならない。

第７章　国内外における調査研究並びに資料の収集及び提供

（国内外における調査研究並びに資料の収集及び提供）

第３４条　センターは、スポーツ及び学校安全その他の学校における児童生徒等の健

康の保持増進に関する調査研究並びに資料の収集及び提供を行う。

２　センターは、前項の業務を行う場合、必要と認めるときは、適正な対価を徴収す

ることができる。

第８章　講演会の開催、出版物の刊行その他普及の事業

（講演会の開催、出版物の刊行その他普及の事業）

第３５条　センターは、前条に規定する業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行

その他普及の事業を行う。

２　センターは、前項の業務を行うとき、必要と認める場合には、適正な対価を徴収

することができる。

第９章　附帯業務

（附帯業務）

第３６条　センターは、第５条から前条までに定める業務に附帯する業務として、次

に掲げる業務を実施するものとする。

（１）学校の管理下における児童生徒等の死亡で国家賠償法（昭和２２年法律第

１２５号）、民法（明治２９年法律第８９号）その他の法律により損害賠償を
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受けたこと等により死亡見舞金が支給されないものに対する供花料（支給額は、

１７万円）の支給

〔 〕参　国家賠償法⇒Ｐ．４１３

民法⇒Ｐ．４１１

（２）学校の管理下における児童生徒等の負傷による１歯以上の欠損（障害見舞金

の対象となるものを除く。）に対する歯牙欠損見舞金（支給額は、１歯につき

８万円）の支給

（３）へき地にある学校の管理下における児童又は生徒の災害に対する通院費（支

給額は、通院日数に応じ１日当たり１０００円）の支給

（４）スポーツ振興基金等に充てるための寄附金の継続的な募金活動

（５）その他の附帯業務

第１０章　施設の一般利用及び貸付け

（施設の一般利用）

第３７条　センターは、業務の遂行に支障のない範囲内で、施設を一般の利用に供す

る業務を行うことができる。

２　センターは、前項に定める業務を行う場合には、別に定める規程により、あらか

じめ適正な対価を徴収するものとする。

（施設の貸付け）

第３８条　センターは、特に必要があると認めるときは、施設をその本来の用途又は

目的を妨げない限度において、別に定める規程により、適当と認める者に適正な対

価を徴収のうえ貸付け、これを運営させることができる。

第１１章　業務委託の基準

（業務の委託に関する基準）

第３９条　センターがセンター以外の者に委託する業務は、委託することが自ら実施

するよりも経済性等において有利であり、かつ、委託することによりすぐれた成果

を得ることが十分に期待されるものでなければならないものとする。

２　受託者の選定及び契約の方法等については、センターが別に定める規程によるも

のとする。

第１２章　競争入札その他の契約に関する基本的事項

（競争入札その他契約に関する基本事項）

第４０条　センターは、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、

すべて公告して申込みをさせることにより競争に付するものとする。ただし、予定

価格が少額である場合その他規程で定める場合は、指名競争又は随意契約によるこ

とができる。

２　政府調達に関する協定（平成７年条約第２３号）の対象となる契約については、

同協定に定められた調達手続によるものとする。

（契約監視委員会）

第４１条　契約の点検及び見直しを行うため、センターに、監事及び外部有識者（学

識経験者を含む。）で構成される契約監視委員会を置く。

（契約事務体制）

第４２条　センターは、契約事務が適切に実施されるよう、相互牽制の確立を図るな

ど、組織体制を整備するものとする。
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第１３章　業務の適正を確保するための体制整備

（内部統制に関する基本事項）

第４３条　センターは、中期目標に基づき法令等を遵守しつつ業務を行い、センター

法第３条に規定する目的を有効かつ効率的に達成するため、組織内に必要な体制

（以下「内部統制システム」という。）を整備・運用する。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法第３条⇒Ｐ．３

２　内部統制システムの運用状況については、継続的に監視、評価し、その見直しを

図るものとする。

３　センターは、法令等及びこの業務方法書を含むセンターが定める規則等に違反す

る事実があった場合の対応指針を策定し、当該指針に基づき、速やかに是正措置及

び再発防止策を講じるものとする。

４　センターは、役職員が業務運営における自らの役割を認識し、その責務を果たす

よう、次に掲げる措置を講じるものとする。

（１）センターの運営の基本理念及び運営方針の策定

（２）役職員の行動指針及び倫理指針の策定

（３）理事長を頂点とした意思決定ルールの明確化

（４）理事長の意思決定を補佐するための組織の設置（役員会等）

（５）各業務における担当理事の明示による責任の明確化

（６）中期計画等の策定過程の整備（職員の積極的な関与など）

（７）内部統制に関する役職員向け研修の実施

（８）法令等に違反した役職員に対する懲戒基準の策定

（９）その他必要な措置

（内部統制委員会）

第４４条　センターにおける内部統制全体を総括し、これを推進するため、センター

に、理事長及び理事等で構成される内部統制委員会を置く。

（内部統制担当理事）

第４５条　理事長の定めるところにより内部統制を担当する理事（以下「内部統制担

当理事」という。）を１人置く。

２　内部統制担当理事は、次条に定める内部統制推進担当部署及び責任者からの報告

などにより、センターにおける内部統制の推進状況を調査し、必要に応じて改善策

等を検討した上で、前条に定める委員会に報告する。

（内部統制推進担当部署及び責任者)

第４６条　主たる事務所に、前条の理事を補佐し、内部統制の推進を担当する部署を

置く。

２　主たる事務所及び従たる事務所等に、それぞれ内部統制推進責任者を置く。

（リスク管理）

第４７条　業務実施の障害となる要因を事前にリスクとして識別、分析及び評価し、

当該リスクへの適切な対応を行うため、必要な規則等を整備し、次に掲げる措置を

講じるものとする。

（１）部署ごとの業務フロー図の作成

（２）業務フローごとに内在するリスク因子の把握及びリスク発生原因の分析

（３）把握したリスクに関する評価
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（４）把握したリスクへの対応

ア　リスク低減策の検討及び実施

イ　リスク顕在時における広報体制及びマニュアルの整備

ウ　事故・災害等の緊急時に関する事項

（ア)　防災業務計画及び事業継続計画（ＢＣＰ）の策定及び計画に基づく訓

練等の実施

（イ)　事故・災害時の対策本部の設置、構成員の決定

（ウ)　事故・災害時の初動体制の構築及び情報収集の迅速な実施

エ　施設の点検と必要な補修の実施

オ　入札・契約に関する事項

（ア）談合情報がある場合の緊急対応

（イ）入札不調等により中期計画等の達成が困難となる場合の対応方針

カ　反社会的勢力への対応

２　センターにおけるリスク管理を推進するため、センターに、リスク管理委員会を

置く。

（業務の執行及び評価）

第４８条　センターは、役職員が適正かつ効率的に業務を執行するとともに、業務の

実績に関する評価を適正に行うため、以下の措置を講じるものとする。

（１）各部署における業務の手順書の作成及び適切な運用

（２）業務執行に係る意思決定プロセス、経費支出の承認プロセスに係るチェック

システムの構築

（３）中期計画等の進捗管理

（４）中期計画等に基づき実施する業務の適正な評価

（５）前項の評価に基づく適正な業務実績報告書及び自己評価書の作成

（６）監事・会計監査人と理事長の会合の定期的実施

（文書管理）

第４９条　センターは、意思決定に係る文書が保存管理される仕組みを整備するもの

とする。

（情報伝達）

第５０条　センターは、内部統制システムが有効に機能するよう、役職員に適切な情

報が伝わる体制を整備するため、次に掲げる措置を講じる。

（１）センターの運営方針、理事長の指示が確実に全役職員に伝達される仕組み

（掲示板システム等）の構築

（２）職員から役員に必要な情報が伝達される仕組み（特に危機管理、内部統制情

報）の構築

（情報システム管理）

第５１条　センターは、効率的に業務を運営するため、情報化を推進するものとする。

２　センターは、次に掲げる事項に留意し、電子情報を適切に保存及び管理運用する。

（１）センターが保有する電子情報の所在情報の明示

（２）電子情報へのアクセス権の設定

（３）電子情報の利用における汎用性の確保

（４）情報システムのぜい弱性対策、アクセスログの定期的点検、情報リテラシー
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の向上など情報システムにまつわるリスクに対するコントロールが適切に整

備・運用されていることを担保するための有効な手段の確保

（５）情報漏えいの防止

３　業務変更に伴う情報システムの改変は、速やかに行うものとする。

（公益通報）

第５２条　センターは、役職員等あるいは外部の労働者からの組織的又は個人的法令

違反行為等に関する通報（公益通報）を適正に取り扱うための窓口を設置する。

２　センターは、公益通報者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

（個人情報保護）

第５３条　センターは、保有する個人情報の記録媒体、処理経路、保管方法等につい

て、定期に又は随時に点検を行い、適正に管理しなければならない。

（人事管理）

第５４条　センターは、職員（非常勤職員等を含む。）の人事管理方針を策定し、同

一部署における長期在籍者の把握、業務の適正を確保するための定期的な人事異動

の実施その他適切な人事管理を実施するものとする。

（監事監査）

第５５条　センターは、内部統制システムに係る監事監査の実効性を確保するため、

次に掲げる事項について、必要な措置を講じるものとする。

（１）規則等における監事の権限の明確化

（２）監事監査の円滑な実施への役職員の協力

（３）監事の役員会等重要な会議への出席

（４）業務執行の意思決定に係る文書を監事が調査できる仕組み

（５）法人の財産の状況を調査できる仕組み

（６）監事と会計監査人との連携

（７）監事と内部監査担当部署との連携

（８）役職員の不正、違法、著しい不当事実の監事への報告義務

（９）監事から文書提出を求められた場合の役職員の応答義務

（１０）監査結果の業務への適切な反映

（１１）監査結果に対する改善状況の報告

２　センターは、監事監査の体制を整備するため、次に掲げる措置を講じなければな

らない。

（１）監事監査規程等の整備に対する監事の関与

（２）理事長と常時意思疎通を確保する体制

（３）補助者の独立性に関する事項

ア　監事の指揮命令権

イ　監事監査業務に係る人事評価・懲戒処分等に対する監事の関与

（４）その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制

（内部監査）

第５６条　内部統制の整備・運用の状況について、内部部署による監査を行うため、

センターに、内部監査を担当する部署を置く。

２　前項の部署は、内部監査終了後その結果について、速やかに理事長に報告する。

３　前項の報告を踏まえ、理事長から指示を受けた部署は、指示を受けて行った措置
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等について速やかに理事長に報告するものとする。

（予算配分）

第５７条　センターは、運営費交付金を原資とする予算の配分が適正に実施されるこ

とを確保するための体制（予算配分の見直し等に関する適正なルールの策定等）を

整備するとともに、業務実績評価結果を法人内部の予算配分等に活用する仕組みを

構築するものとする。

（法人情報の公開）

第５８条　センターは、法人情報（財務情報を含む。）をウェブサイト等で公開する

ものとする。

（役員等の損害賠償責任）

第５９条　センターは、通則法第２５条の２第１項により役員及び会計監査人（以下

「役員等」という。）が負う損害賠償責任について、役員等が職務を行うにつき善

意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役

員等の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、役員等

が賠償の責任を負う額からセンターの事務及び事業の特性並びに役員等の職責その

他の事情を考慮して総務大臣が定める額を控除して得た額を限度として、文部科学

大臣の承認を得て免除することができる。

２　前項の承認を求める場合、センターは、監事の同意を得なければならない。

３　第１項の承認を得た場合において、センターが当該承認後に同項の役員等に対し

次に掲げる財産上の利益を与えるときは、文部科学大臣の承認を受けなければなら

ない。

（１）退職手当

（２）当該役員等がセンターの他の役員又は職員を兼ねていたときは、当該他の役

員又は職員としての退職手当（当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価

である部分に限る。）

（３）前２号に掲げるものの性質を有する財産上の利益

第１４章　その他センターの業務の執行に関して必要な事項

（その他）

第６０条　この業務方法書に定めるもののほか、センターの業務運営及び組織運営に

関し必要な事項については、センターが別に定める。

附　則

（施行期日）

第１条　この業務方法書は、平成１５年１０月１日から施行する。

（東日本大震災に起因するやむを得ない理由がある場合における共済掛金の支払期

限の延長）

第１条の２　令附則第１条の２の規定により令第９条に規定する共済掛金の支払期限

の延長を求めようとする学校の設置者は、令附則第１条の２に規定する理由のやん

だ後速やかに、当該理由及び当該理由がやんだ日を記載した書面を、センターに提

出しなければならない。

２　センターは、前項の規定による書面の提出があった場合において、その提出をし

た学校の設置者が令第９条に規定する支払期限までにセンター法第１７条第３項の

規定による共済掛金を支払うことができなかったことについて、令附則第１条の２
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に規定する理由があると認めるときは、期日を指定して当該支払期限を延長するも

のとする。この場合において、センターは、当該学校の設置者に対し、延長した支

払期限を文書で通知するものとする。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法第１７条⇒Ｐ．７

独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第９条、附則第１条の２⇒Ｐ．

２８、３１

３　令附則第１条の２に規定する東日本大震災に起因するやむを得ない理由とは、次

に掲げるものとする。

（１）東日本大震災により当該学校の設置者の設置する学校において授業の開始が

遅れた等の事情により令第９条に規定する在籍する児童生徒等の数の確認に支

障が生じていたこと。

（２）当該学校の設置者の東日本大震災による被災によりセンター法第１７条第３

項の規定による共済掛金の支払に支障が生じていたこと。

（３）前２号に掲げるもののほか、当該学校の設置者が令第９条に規定する支払期

限までにセンター法第１７条第３項の規定による共済掛金の支払ができなかっ

たことについて、東日本大震災に起因し、やむを得ないと認められる相当な理

由があると認められること。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法第１７条⇒Ｐ．７

独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第９条、附則第１条の２⇒Ｐ．

２８、３１

（東日本大震災特別弔慰金の支給）

第１条の３　センターは、第３６条に規定する業務のほか、東日本大震災に起因する

学校の管理下における児童生徒等の死亡で令第３条第５項により死亡見舞金が支給

されないものに対する東日本大震災特別弔慰金（支給額は、５００万円）の支給を

行う。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第３条⇒Ｐ．２４

（平成２８年熊本地震による災害に起因するやむを得ない理由がある場合における

共済掛金の支払期限の延長）

第１条の４　令附則第１条の３の規定により令第９条に規定する共済掛金の支払期限

の延長を求めようとする学校の設置者は、令附則第１条の３に規定する理由のやん

だ後速やかに、当該理由及び当該理由がやんだ日を記載した書面を、センターに提

出しなければならない。

２　センターは、前項の規定による書面の提出があった場合において、その提出をし

た学校の設置者が令第９条に規定する支払期限までにセンター法第１７条第３項の

規定による共済掛金を支払うことができなかったことについて、令附則第１条の３

に規定する理由があると認めるときは、期日を指定して当該支払期限を延長するも

のとする。この場合において、センターは、当該学校の設置者に対し、延長した支

払期限を文書で通知するものとする。

３　令附則第１条の３に規定する平成２８年熊本地震による災害に起因するやむを得

ない理由とは、次に掲げるものとする。

（１）平成２８年熊本地震による災害により当該学校の設置者の設置する学校にお

いて授業の再開が遅れた等の事情により令第９条に規定する在籍する児童生徒
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等の数の確認に支障が生じていたこと。

（２）当該学校の設置者の平成２８年熊本地震による災害による被災によりセン

ター法第１７条第３項の規定による共済掛金の支払に支障が生じていたこと。

（３）前２号に掲げるもののほか、当該学校の設置者が令第９条に規定する支払期

限までにセンター法第１７条第３項の規定による共済掛金の支払ができなかっ

たことについて、平成２８年熊本地震による災害に起因し、やむを得ないと認

められる相当な理由があると認められること。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法第１７条⇒Ｐ．７

独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第９条、附則第１条の３⇒

Ｐ.２８、３１

（新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延に起因するやむを得ない理由がある

場合における共済掛金の支払期限の延長）

第１条の５　令附則第１条の４の規定により令第９条に規定する共済掛金の支払期限

の延長を求めようとする学校の設置者は、令附則第１条の４に規定する理由のやん

だ後速やかに、当該理由及び当該理由がやんだ日を記載した書面を、センターに提

出しなければならない。

２　センターは、前項の規定による書面の提出があった場合において、その提出をし

た学校の設置者が令第９条に規定する支払期限までにセンター法第１７条第３項の

規定による共済掛金を支払うことができなかったことについて、令附則第１条の４

に規定する理由があると認めるときは、期日を指定して当該支払期限を延長するも

のとする。この場合において、センターは、当該学校の設置者に対し、延長した支

払期限を文書で通知するものとする。

３　令附則第１条の４に規定する新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延に起因

するやむを得ない理由とは、次に掲げるものとする。

（１）新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延により、当該学校の設置者の設

置する学校において教育活動の再開が遅れた等の事情により令第９条に規定す

る在籍する児童生徒等の数の確認に支障が生じていたこと。

（２）新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延により、当該学校の設置者にお

いて感染拡大防止の対応を行った等の事情によりセンター法第１７条第３項の

規定による共済掛金の支払に支障が生じていたこと。

（３）前２号に掲げるもののほか、当該学校の設置者が令第９条に規定する支払期

限までにセンター法第１７条第３項の規定による共済掛金の支払ができなかっ

たことについて、新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延に起因し、やむ

を得ないと認められる相当な理由があると認められること。

（業務の特例等）

第２条　センターは、センター法附則第６条第１項に規定する業務を行う場合には、

センター法及び別に定める規程により行うものとする。

基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法附則第６条⇒Ｐ．１４

（保育所等の災害共済給付）

第３条　保育所等（センター法附則第８条第１項各号に掲げる施設）の災害共済給付

については、第６章、第３６条第１号、第２号、附則第１条の２、附則第１条の３、

附則第１条の４及び附則第１条の５の規定を準用する。
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基　独立行政法人日本スポーツ振興センター法附則第８条⇒Ｐ．１６

附　則　（平成１７年３月２５日平成１６年度規則第１２号）

附　則　（平成１７年６月１４日平成１７年度規則第１号）

附　則　（平成１８年９月２０日平成１８年度規則第２号）

附　則　（平成１８年１２月２５日平成１８年度規則第５号）

附　則　（平成１９年３月２８日平成１８年度規則第１２号）

附　則　（平成２０年３月２５日平成１９年度規則第４号）

附　則　（平成２０年８月１２日平成２０年度規則第４号）

附　則　（平成２１年３月３１日平成２０年度規則第８号）

附　則　（平成２２年３月１９日平成２１年度規則第６号）

附　則　（平成２３年２月１７日平成２２年度規則第７号）

附　則　（平成２３年６月３日平成２３年度規則第１号）

附　則　（平成２５年１０月１８日平成２５年度規則第９号）

附　則　（平成２７年４月１日平成２７年度規則第１号）

附　則　（平成２８年３月３１日平成２７年度規則第１９号）

附　則　（平成２８年５月１９日平成２８年度規則第１号）

附　則　（平成２９年４月２５日平成２９年度規則第１号）

附　則　（平成３１年４月１５日平成３１年度規則第１号）

附　則　（令和元年１１月２９日令和元年度規則第６号）

附　則　（令和２年５月２０日令和２年度規則第２号）

附　則　（令和２年１２月２８日令和２年度規則第６号）

附　則　（令和３年３月２９日令和２年度規則第１１号）

附　則　（令和４年１月７日令和３年度規則第６号）

附　則　（令和４年５月２３日令和４年度規則第１号）

附　則　（令和４年１２月２日令和４年度規則第７号）

附　則　（令和５年３月２７日令和４年度規則第１９号）

この業務方法書は、令和５年４月１日から施行する。
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